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一
 
は
じ
め
に

二
 
国
際
私
法
領
域
に
お
け
る
理
解

三
 
人
際
法
と
法
の
下
の
平
等

四
 
近
代
憲
法
体
制
と
宗
教

五
 
結
び
に
代
え
て

“
お
よ
そ
隣
接
領
域
の
縄
張
り
を
侵
す
よ
う
な
仕
事
に
は
、
一
種
の
あ
き
ら

め
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
専
門
家
的
見
地
か
ら
は
容
易
に
気
づ
か
れ
ぬ
よ

う
な
…
…
問
題
を
自
分
の
仕
事
と
し
て
や
っ
て
み
る
と
き
、
そ
の
結
果
は

き
ま
っ
て
不
完
全
き
わ
ま
る
も
の
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
…
…
。”＊
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一 

は
じ
め
に

一　

畑
尻
剛
教
授（

（
（

の
新
た
な
旅
立
ち
を
寿
ぐ
記
念
号
へ
の
寄
稿
に
あ
た
り
、
前
例（

（
（

に
倣
い
、
同
教
授
の
専
攻
科
目
（
憲
法
（
と
筆
者
の

主
専
攻
科
目
（
国
際
私
法
（
の
双
方
に
関
わ
る
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
素
材
と
な
る
裁
判
例（

（
（

の
紹

介
か
ら
始
め
よ
う
。

一
九
七
七
年
一
二
月
六
日
、
日
本
人
女
子
Ｘ
（
二
七
歳
（
は
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
男
性
Ｙ
（
二
四
歳
（
と
日
本
で

適
法
に
婚
姻
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
八
年
六
月
、
一
九
八
〇
年
九
月
お
よ
び
一
九
八
四
年
八
月
、
Ｘ
Ｙ
間
に
そ
れ
ぞ
れ
女
児
が
生
ま
れ

た
。
し
か
し
、
Ｘ
Ｙ
は
一
九
八
〇
年
秋
頃
か
ら
Ｙ
の
麻
薬
常
用
行
為
等
を
契
機
と
し
て
不
和
と
な
っ
た
た
め
、
Ｙ
は
一
九
八
七
年
三
月

二
一
日
に
単
身
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
帰
国
し
た
。
翌
一
九
八
八
年
八
月
、
Ｙ
は
、
Ｘ
と
の
話
合
い
を
求
め
て
来
日
し
、
直
後
の
九
月
か
ら

三
か
月
間
に
亘
っ
て
Ｘ
に
毎
月
二
〇
万
円
を
送
金
し
て
い
た
が
、
以
後
、
Ｙ
か
ら
の
送
金
は
途
絶
え
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
同
年
一
二
月
、

再
度
話
合
い
の
機
会
を
求
め
た
Ｘ
が
子
ど
も
と
と
も
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
Ｙ
を
訪
ね
た
際
、
Ｙ
が
「
Ｘ
ら
を
迎
え
に
行
く
」
と
そ
の
意
思

を
明
ら
か
に
し
た
た
め
、
Ｘ
は
日
本
に
帰
国
し
、
Ｙ
か
ら
の
連
絡
を
待
ち
続
け
た
。
し
か
し
、
Ｙ
か
ら
の
連
絡
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
婚
姻
関
係
の
継
続
を
断
念
し
た
Ｘ
は
、
一
九
八
九
年
、
Ｙ
と
の
離
婚
を
求
め
る
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
を
三
人
の
未
成
年
子
の
親
権

者
に
指
定
す
る
よ
う
求
め
る
訴
え
を
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
公
示
送
達
に
よ
る
呼
出
し
が
行
わ
れ
た
が
、
Ｙ
は
指
定
さ
れ
た
口

頭
弁
論
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
欠
席
判
決
が
下
さ
れ
た
。

東
京
地
方
裁
判
所
は
、
当
時
の
法
制
（
法
例
第
一
六
条
但
書（

（
（

（
に
基
づ
い
て
日
本
法
を
離
婚
準
拠
法
に
指
定
し
、
日
本
民
法
第
七
七
〇
条

第
一
項
第
五
号
所
定
の
事
由
が
あ
る
と
し
て
離
婚
請
求
を
認
容
し
た
う
え
、
親
権
者
の
指
定
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。



四
九
一

憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

“
離
婚
に
伴
う
親
権
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
法
例
二
一
条
に
よ
り
、
準
拠
法
が
定
め
ら
れ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
原
告
と
三
人
の
子
の
本
国

法
は
同
一
で
は
な
く
、
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
宗
教
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
令
が
異
な
る
と
こ
ろ
、
被
告
と
三
人
の
子
供
の
宗
教
は

同
一
で
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
間
の
本
国
法
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
結
局
、
子
の
常
居
所
で
あ
る
日
本
の
法
律
が
準
拠
法

と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
記
認
定
の
事
実
に
よ
る
と
、
三
人
の
子
の
親
権
者
と
し
て
は
原
告
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。”（

（
（

二　

国
際
私
法
の
分
野
で
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
た
理
解
と
は
言
い
得
な
い
も
の
の
、
か
な
り
の
文
献
に
お
い
て
、
こ
の
判
決
に
示
さ

れ
た
諸
論
点
中
、
特
に
人
的
不
統
一
法
国
法
が
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
た
と
き
の
法
律
構
成
如
何
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の

は
、
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
「
本
国
法
」
が
人
的
不
統
一
法
国
法（

（
（

で
あ
る
場
合
、
当
該
国
の
ど
の
部
分
的
法
秩
序
（
実
質
法
（
が

「
本
国
法
」
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
論
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
当
該
国
の
人
際

0

0

法0

（
（
（

が
こ
の
点
を
規
律
す
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た（

（
（

か

ら
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
国
際
私
法
領
域
に
お
い
て
こ
の
判
決
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
。
右
の
大
方
の
理
解
を
前
提
と
す
る
限
り
、

当
該
国
の
人
際
法
規
定
が
ま
ず
適
用
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
籍
を
有
す
る

本
件
各
未
成
年
子
（
判
決
時
の
年
齢
は
そ
れ
ぞ
れ
一
二
歳
、
一
〇
歳
お
よ
び
六
歳
で
あ
っ
た
（
の
宗
教
的
帰
属
の
有
無
、
所
属
す
る
宗
教
（
宗
派
（

を
判
定
す
る
た
め
に
、
成
文
で
あ
れ
不
文
で
あ
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
の
人
際
法
規
定
が
特
定

0

0

さ
れ
た
う
え
で
、
当
該
規
定
の
要
件
お

よ
び
効
果
の
解
釈

0

0

が
行
わ
れ
、
彼
女
ら
の
「
本
国
法
」
が
個
別
に
決
定

0

0

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

判
旨
に
は
そ
の
よ
う
な
判
断
基
準
と
そ
の
適
用
過
程
に
つ
い
て
の
記
述
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
旨
で

は
、
人
際
法
の
適
用
結
果
が
「
原
告
と
三
人
の
子
の
本
国
法
は
同
一
で
は
な
く
…
…
被
告
と
三
人
の
子
供
の
宗
教
は
同
一
で
な
い
の
で
、

そ
れ
ら
の
間
の
本
国
法
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
断
言
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
こ
う
み
る
と
、
被
告
の
本
国
法
と
三
人
の
子
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供
の
本
国
法
と
の
間
に
同
一
性
が
な
い
と
す
る
判
断
の
法
的
根
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
判
旨
は
お
よ
そ
「
法
に
よ
る
裁
判
（
日
本
国
憲
法

第
七
六
条
第
三
項
（」
の
名
に
値
し
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
、「
原
告
と
三
人
の
子
の
本
国
法
は
同
一
で
は
な
く
…
…
被
告
と
三
人
の

子
供
の
宗
教
は
同
一
で
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
間
の
本
国
法
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
こ
の
文
章
を
日

本
語
文
法
に
則
し
て
整
理
す
る
と
、
接
続
助
詞
「
の
で
」
に
先
行
す
る
文
章
（「
原
告
と
三
人
の
子
の
本
国
法
は
同
一
で
は
な
く
」
以
下
（
は
理0

由0

を
示
し
、「
の
で
」
の
後
に
置
か
れ
た
文
章
（「
そ
れ
ら
の
間
の
本
国
法
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
」（
は
結
論

0

0

を
意
味
す
る
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
表
現
に
微
妙
な
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、「
の
で
」
を
挟
む
二
つ
の
文
章
の
内
容
は
同
一
で
あ
り
、
た

ん
な
る
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
の
解
釈
に
も
疑
問
の
余
地
が
あ
る（

（1
（

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

こ
の
判
決
に
お
け
る
実
定
法
解
釈
の
問
題
性
（
不
当
性
（
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

三　

し
か
し
、
こ
の
判
決
の
法
律
構
成
に
お
け
る
問
題
性
は
、
は
た
し
て
こ
れ
ら
に
尽
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
問
う
の
は
、
国

内
裁
判
所
が
外
国
法
を
適
用
で
き
る
と
す
る
実
定
法
上
の
最
終
根
拠
が
憲
法
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
視
点（

（（
（

を
考
慮
す
る
場
合
、
日
本
国
憲

法
（
以
下
、「
憲
法
」
と
略
記
す
る
。（
も
人
的
不
統
一
法
国
法
の
適
用
過
程
に
対
し
て
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で

あ
る
。

以
下
で
は
、
憲
法
学
領
域
へ
の
情
報
提
供
を
兼
ね
て
、
国
際
私
法
分
野
に
お
け
る
従
前
の
理
解
を
ま
ず
確
認
し
よ
う
（
二
（。
次
い
で
、

外
国
人
際
法
規
定
の
適
用
過
程
に
関
わ
る
憲
法
的
評
価
の
可
能
性
に
つ
い
て
若
干
の
試
論
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
前
半
で
は
、
世0

俗
法
が
宗
教
法
を
取
り
込
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

場
合
を
前
提
と
し
て
、
憲
法
解
釈
に
関
わ
る
諸
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
（
三
（。
後
半
で
は
、
右
の
前
提
自

0

0

0

0

0

体
の
当
否
を
問
う

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
、
世
俗
法
と
宗
教
法
と
の
関
係
に
関
わ
る
原
理
的
な
論
点
に
言
及
さ
れ
る
（
四
（。
こ
こ
で
の
検
討
を

通
じ
て
、
憲
法
と
国
際
私
法
と
の
対
話
が
少
し
で
も
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
な
ら
ば
、
畑
尻
教
授
に
対
す
る
何
よ
り
の
餞
と
な
ろ
う
。
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二 

国
際
私
法
領
域
に
お
け
る
理
解

一　

渉
外
身
分
事
件
に
お
け
る
「
本
国
法
」
と
し
て
人
的
不
統
一
法
国
法
が
指
定
さ
れ
た
裁
判
例
は
わ
が
国
で
も
稀
で
は
な
い（

（1
（

。
人
的

不
統
一
法
国
の
適
例
と
さ
れ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
同
化
さ
れ
た
者
、
現
地
人
、
現
地
人
と
同
化

さ
れ
た
者
、
こ
れ
ら
四
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
に
応
じ
て
、
適
用
さ
れ
る
身
分
法
が
異
な
る
旨
、
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
、

ス
リ
ラ
ン
カ
で
も
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
家
族
法
が
シ
ン
ハ
ラ
族
に
、
テ
サ
ワ
ラ
メ
ー
（
固
有
慣
習
法
（
が
タ
ミ
ー
ル
族
に
と
い
う
よ
う
に
、
民

族
ご
と
に
異
な
る
家
族
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。「
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教
と
す
る
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
、
婚
姻
・
離
婚
に
つ
き
、
宗
教
に
関

係
な
く
連
邦
全
体
に
適
用
さ
れ
る
統
一
法
と
し
て
の
婚
姻
・
離
婚
法
（Law

 Reform
 

（M
arriage and D

ivorce

（ A
ct, （（（（

（
の
ほ
か
に
、

各
州
の
イ
ス
ラ
ム
法
、
そ
れ
に
サ
バ
州
、
サ
ラ
ワ
ク
州
な
ど
の
土
着
民
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
の
慣
習
法
が
並
存
」（

（1
（

し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
イ

ン
ド
で
も
、
各
法
の
名
宛
人
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
さ
れ
る
者
（
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
の
も
と
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
間
の
婚
姻
や

相
続
に
つ
き
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
婚
姻
法
（
一
九
五
五
年
（
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
相
続
法
（
一
九
五
六
年
（
が
別
異
に
適
用
さ
れ
て
き
た（

（1
（

。

「
慣
習
法
が
わ
が
国
の
憲
法
お
よ
び
特
に
慣
習
法
と
関
わ
る
い
ず
れ
か
の
国
内
立
法
の
も
と
で
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
き
、
裁
判
所

は
当
該
慣
習
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
（
憲
法
第
二
一
一
条
第
三
項
（（

（1
（

を
定
め
た
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
も
人
的
不
統
一
法
国
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

（1
（

。

二　

わ
が
国
で
は
、
明
治
二
三
年
法
律
第
九
七
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
旧
法
例
以
降
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
に
至
る
ま
で
、
一

貫
し
て
、「
本
国
法
」
が
属
人
法
の
原
則
的
決
定
基
準
（「
連
結
点
」（
と
さ
れ
て
い
る
。
人
的
不
統
一
法
国
法
が
「
本
国
法
」
に
指
定
さ
れ

た
場
合
、
準
拠
法
所
属
国
の
ど
の
部
分
的
法
秩
序
が
「
本
国
法
」
と
解
釈
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ど
の
体
系
書
で
も
、
繁
閑
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の
差
は
あ
れ
、「
人
的
不
統
一
法
国
」
や
「
人
際
法
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

「
本
国
法
」
と
し
て
人
的
不
統
一
法
国
法
が
指
定
さ
れ
た
場
合
、「
本
国
法
」
上
、
人
種
、
民
族
ま
た
は
宗
教
ご
と
に
並
存
す
る
部
分
的

法
秩
序
の
い
ず
れ
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
き
た（

11
（

。
法
例
に
明
文
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
時
期
に
は
、
ど
の
部
分
的
法
秩
序
に
よ
る
べ
き
か
を
定
め
る
人
際
法
規
定
（
一
方
的
牴
触
規
定
（
に
よ
る
と
す
る
点
で
一
致
を
み

な
が
ら
、
わ
が
国
に
潜
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

不
文
の
人
際
法
に
よ
る
と
す
る
立
場
と
準
拠
法
所
属
国
の

0

0

0

0

0

0

0

人
際
法
に
よ
る
と
の
立
場
が
併
存
し
た（

1（
（

。
後
者

に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
二
三
号
に
よ
る
法
例
改
正
時
に
新
設
さ
れ
た
第
二
七
条
第
三
項
（「
地
方
ニ
依
リ
法
律
ヲ
異
ニ
ス
ル
國

ノ
人
民
ニ
付
テ
ハ
其
者
ノ
屬
ス
ル
地
方
ノ
法
律
ニ
依
ル
」（
を
類
推

0

0

適
用
す
る
と
の
説
明
を
採
用
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
の
対
立
も
あ
っ
た
。

今
日
、
解
釈
論
と
し
て
頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
見
解
で
あ
る
。

⑴　

そ
の
ひ
と
つ
は
、
前
述
の
「
二
七
条
三
項
は
場
所
的
抵
触
を
解
決
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
問
題
の
性
質
が
異
な
る

人
的
抵
触
の
解
決
の
た
め
に
同
条
を
準
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
疑
問
視
」
し
、「
法
の
人
的
抵
触
を
準
拠
法
所
属
国
の
実
質

私
法
秩
序
内
の
問
題
と
解
す
る
」
見
解
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
そ
の
代
表
例
と
み
ら
れ
よ
う
。

“
同
一
国
内
で
の
私
法
の
抵
触
は
、
…
…
必
ず
し
も
空
間
的
・
場
所
的
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
同
一
国
の
国
民
に
つ
い
て
も
、
人
種
、
宗
教
な
ど

の
差
異
に
よ
っ
て
、
適
用
さ
れ
る
婚
姻
法
等
が
相
異
な
る
に
至
る
こ
と
も
あ
り
、
か
よ
う
な
状
態
は
私
法
の
人
的
な
抵
触
と
呼
ば
れ
る
。
…
…
し
か

し
、
か
よ
う
な
私
法
の
人
的
…
…
抵
触
の
問
題
は
、
場
所
的
な
そ
れ
と
性
質
を
異
に
し
て
お
り
、
同
一
平
面
で
処
理
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…

か
よ
う
な
問
題
の
解
決
は
、
準
拠
さ
れ
る
実
質
法
秩
序
内
の
法
の
人
的
…
…
な
適
用
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
準
拠
法
の
属
す
る
国
（
法
域
（

の
法
に
委
ね
る
ほ
か
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
が
甲
国
の
法
律
で
あ
る
場
合
に
、
甲
国
の
人
的
に
抵
触
し
て
い
る
法
の

い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
も
の
か
は
、
甲
国
に
お
け
る
か
よ
う
な
法
の
抵
触
の
解
決
を
目
的
と
し
て
い
る
法
則
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
…
…
。”（

11
（
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右
の
引
用
文
の
ほ
か
、「
一
国
内
に
『
地
域
的
に
』
複
数
の
秩
序
が
併
存
し
、
法
が
不
統
一
の
状
態
に
あ
る
国
家
法
の
適
用
の
問
題
」（

11
（

の
解
決
を
図
る
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
見
解
で
は
、「
国
際
私
法
の
任
務
は
場
所
的
な
法
の
抵
触
を
解
決
す
る
こ
と
に
尽
き

て
お
り
、
人
的
不
統
一
法
国
の
場
合
に
法
廷
地
国
際
私
法
の
立
場
か
ら
直
接
的
に
解
決
を
図
る
の
は
国
際
私
法
本
来
の
任
務
を
逸
脱
し
た

も
の
」（

11
（

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
国
家
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で
、
西
欧
諸
国
の
多
く
に
お
い
て
、
国
家
法
秩
序
と

宗
教
法
秩
序
が
区
別
さ
れ
、
後
者
は
、
前
者
の
一
部
と
し
て
採
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
そ
こ
か
ら
駆
逐
さ
れ
た
」
結
果
、「
法
の
属
地
性

を
基
本
原
理
と
し
て
構
成
さ
れ
た
西
欧
の
国
際
私
法
理
論
は
…
…
近
代
主
権
国
家
の
成
立
な
ら
び
に
国
家
法
の
世
俗
化
の
上
に
形
成
さ
れ

た
も
の
…
…
で
…
…
日
本
が
継
受
し
た
国
際
私
法
理
論
も
ま
さ
に
こ
の
西
欧
理
論
だ
っ
た
」（

11
（

と
い
う
歴
史
的
意
義
を
重
視
す
る
─
─
特
に

留
意
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
法
秩
序
が
国
家
法
秩
序
の
「
一
部
と
し
て
採
用
さ
れ
」
る
と
か
、
宗
教
法
秩
序
が
国
家
法
か
ら
「
駆
逐
さ
れ
」

る
と
い
う
表
現
で
あ
る
（
前
者
は
「
世
俗
法
が
宗
教
法
を
取
り
込
む
場
合
」（
後
述
三
（
に
当
た
り
、
後
者
は
「
世
俗
法
が
宗
教
法
を
取
り
込
む
」
と

言
え
る
か
否
か
を
批
判
的
に
検
討
す
る
場
合
（
後
述
四
（
に
相
当
す
る
。（
─
─
こ
の
見
解
は
、「
場
所
的
な
法
の
抵
触
」
の
解
決
と
い
う
文
言
を

手
掛
か
り
に
場
所
以
外
の
諸
要
素
（
人
種
、
民
族
、
宗
教
等
の
人
的
要
因
（
に
よ
る
法
の
牴
触
を
国
際
私
法
の
規
律
対
象
か
ら
排
除
し
、「
属

人
的
宗
教
法
の
存
在
は
、
国
家
法
秩
序
の
側
か
ら
は
否
定
さ
れ
」（

11
（

ざ
る
を
得
な
い
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
廷
地
牴
触
規
定
の
解
釈

上
、
人
的
不
統
一
法
国
法
中
の
ど
の
部
分
的
法
秩
序
に
よ
る
か
と
い
う
論
点
の
存
在
を
全
面
的
に
否
定
す
る
。
次
の
引
用
は
、「
本
国
法
」

の
決
定
問
題
は
生
じ
な
い
と
す
る
趣
旨
を
端
的
に
示
す
好
例
と
さ
れ
よ
う
。

“
人
的
不
統
一
と
は
実
質
法
の
要
件
の
定
め
方
と
し
て
人
的
要
素
を
区
別
の
基
準
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
質
法
上
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。

…
…
人
的
な
適
用
関
係
を
定
め
る
人
際
法
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
実
質
法
の
要
件
の
部
分
を
効
果
の
部
分
と
切
り
離
し
て
別
個
の
ル
ー
ル
の
形
に
し



四
九
六

た
も
の
で
あ
る
…
…
。
…
…
国
際
私
法
の
よ
う
な
間
接
規
範
で
は
な
く
、
実
質
法
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
要
件
部
分
を
抜
き
出
し
て
別
個
の
ル
ー
ル

の
形
に
す
る
こ
と
は
、
時
間
的
な
適
用
関
係
を
定
め
る
時
際
法
で
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
日
本
で
は
附
則
と
い
う
形
で
規
定
さ
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
（、
時
際
法
が
実
質
法
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
際
法
も
そ
う
で
あ
る
。
…
…
人
的
不
統
一
の
問
題
を
実
質
法

レ
ベ
ル
の
問
題
と
位
置
づ
け
る
以
上
、
通
則
法
三
一
条
（
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
四
〇
条
─
─
筆
者
注
（
に
お
い
て
、
二
八
条
三
項
と
同
じ

よ
う
な
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
こ
と
は
理
論
上
問
題
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
何
ら
の
規
定
も
必
要
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
立
場
か
ら
三
一
条
を
見
る
と
、「
そ
の
国
の
規
則
に
従
」
う
の
が
当
然
で
あ
っ
て
、「
そ
の
よ
う
な
規
則
が
な
い
場
合
」
…
…
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
ず
、
敢
え
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
外
国
法
不
明
の
場
合
に
ど
う
す
る
か
を
定
め
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
…
…
。”（
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（

⑵　

今
ひ
と
つ
の
見
解
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、「
本
国
法
」
を
決
定
す
る
と
い
う
法
廷
地
牴
触
法
（
従
属
的
牴
触
規
定
（
上
の
関
心
事
か

ら
、
人
的
不
統
一
法
国
法
中
の
ど
の
部
分
的
法
秩
序
に
よ
る
か
と
い
う
論
点
を
意
識
的
に
提
示
し
、「
地
域
的
不
統
一
法
国
に
関
す
る
法

例
旧
二
七
条
三
項
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
処
理
」
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
見
解
を
代
表
す
る
の
は
、
以
下
の
説
明
で
あ

る
。“

…
…
不
統
一
法
国
の
中
に
は
、
人
種
や
宗
教
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
律
が
異
な
る
国
も
あ
る
。
…
…
不
統
一
法
国
法
が
指
定
さ
れ
た
場
合
の
問

題
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
指
定
さ
れ
た
不
統
一
法
国
に
施
行
さ
れ
て
い
る
法
律
の
う
ち
、
ど
れ
を
適
用
す
べ
き
な
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
指
定
さ
れ
た
国
の
複
数
の
法
律
の
内
で
い
ず
れ
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
か
を
さ
ら
に
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
必
要
を
満
た
す
た
め
、
通
則
法
は
…
…
人
的
不
統
一
法
国
法
が
指
定
さ
れ
た
場
合
の
規
定
と
し
て
四
〇
条
を
置
い
て
い
る
。
…
…
人
的
不
統
一

法
国
法
が
指
定
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
連
結
点
が
国
籍
で
あ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
行
為
地
、
原
因
事
実
発
生
地
、
住
所
地
、
常
居
所
地
な
ど

の
場
所
的
意
味
を
有
す
る
連
結
点
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
よ
う
な
と
き
に
も
問
題
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
則
法
四
〇
条
は
、
一
項
で
本

国
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
国
が
人
的
に
法
律
を
異
に
す
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
、
二
項
で
は
常
居
所
地
法
お
よ
び
夫
婦
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る

地
の
法
律
と
し
て
こ
の
よ
う
な
国
の
法
律
が
指
定
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
場
合
に
つ
い
て
一
項
を
準
用
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
行
為
地
な
ど
他
の
連
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憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

結
点
を
通
じ
て
指
定
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
い
。
…
…
”（
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（

⑶　

こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
が
い
ず
れ
も
「
法
域
の
決
定
」
と
い
う
観
点
に
立
つ
の
に
対
し
、
こ
の
観
点
自
体
を
否
定
す
る
見
解
も
主
張

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
平
成
元
年
法
律
第
二
七
号
に
よ
る
改
正
に
基
づ
く
法
例
第
三
一
条
（
前
述
引
用
部
参
照
（
を
「
本
国
法
等
を
絞

り
込
む
た
め
の
規
定
と
い
う
よ
り
は
、
直
接
準
拠
法
を
特
定
す
る
た
め
の
規
定
と
し
て
読
む
方
が
無
理
の
な
い
文
言
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
…
…
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
七
条
を
廃
止
し
、
人
的
不
統
一
法
の
指
定
に
関
す
る
法
例
の
規
定
を
扶
養
義
務
に

つ
い
て
も
準
用
す
る
旨
」
を
明
文
で
規
定
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
見
解（

11
（

が
そ
う
で
あ
る
（
こ
の
指
摘
は
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
に
つ
い
て

も
維
持
さ
れ
よ
う
（。
こ
れ
ら
三
つ
の
主
張
の
間
に
み
ら
れ
る
法
律
構
成
上
の
違
い
は
、「
国
際
私
法
の
任
務
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
─

─
法
域
の
選
択
か
、
そ
れ
と
も
具
体
的
規
定
の
選
択
か
─
─
に
起
因
し
て
い
る
」（

11
（

と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
法
律
構
成
上
の
相
違

は
、
法
廷
地
独
立
牴
触
規
定
の
規
律
対
象

0

0

の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
（
地
域
的
（
場
所
的
（
不
統
一
と
人
的
不
統
一
と
を
区
別
す
べ
き

か
否
か
等
（
と
か
そ
の
規
律
目
的

0

0

を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
（
法
域
の
選
択
か
具
体
的
規
定
の
選
択
か
等
（
と
か
と
い
う
よ
う
に
、
国
際
私

法
に
お
け
る
規
律
の
方
法

0

0

論
を
め
ぐ
る
対
立
に
還
元
さ
れ
よ
う
。

三　

む
ろ
ん
今
日
で
は
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
対
立
も
立
法
に
よ
り
解
決
さ
れ
て
い
る
。
佐
野
教
授
は
わ
が
国
の
立
法

0

0

史0

を
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。（
縦
書
き
の
た
め
、
算
用
数
字
を
漢
数
字
に
変
換
し
た
（
以
下
同
じ
（。（

“
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
（
改
正
前
の
法
例
に
は
、
法
の
人
的
抵
触
に
関
す
る
明
文
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
戸
籍
実
務
お
よ
び
裁
判
例

の
中
に
は
、
特
に
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
、
当
事
者
の
本
国
に
お
け
る
人
際
法
に
従
う
も
の
が
多
か
っ
た
（
注
（
（。
ま
た
、
地
域
的
不
統
一
法
国

に
関
す
る
法
例
旧
二
七
条
三
項
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
処
理
し
た
裁
判
例
も
少
数
な
が
ら
存
在
し
た
（
注
（
（。
し
か
し
、
二
七
条
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三
項
は
場
所
的
抵
触
を
解
決
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
問
題
の
性
質
が
異
な
る
人
的
抵
触
の
解
決
の
た
め
に
同
条
を
準
用
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
（
池
原
・
総
論
一
七
二
頁
、
山
田
鐐
・
全
集
七
五
頁
、
林
脇
ト
シ
子
〔
判
批
〕
渉
外
百
選

〔
増
補
版
〕
二
一
七
頁
（。
一
方
、
わ
が
国
は
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
年
（、「
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
に
関
す
る
条
約
」（
一
九
六
一

年
（
を
批
准
し
、「
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
三
九
年
法
一
〇
〇
号
（
を
制
定
し
た
が
、
不
統
一
法
国
に
関
し
て
は
、
地
域
的

な
不
統
一
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
六
条
（。
そ
の
後
、
昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
年
（
に
、「
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る

条
約
」（
一
九
七
三
年
（
を
批
准
す
る
際
に
、
条
約
一
六
条
の
規
定
に
合
わ
せ
て
、「
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
六
一
年
法
八
四

号
（
に
人
的
不
統
一
法
国
に
関
す
る
規
定
が
初
め
て
明
文
化
さ
れ
た
（
七
条
（。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
（
の
法
例
改
正
に
お
い
て
は
、
法
の
人

的
抵
触
に
つ
い
て
も
明
文
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
、
す
で
に
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
に
規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

同
法
七
条
に
倣
っ
て
規
定
が
新
設
さ
れ
た
（
法
例
三
一
条
（。
特
に
、
改
正
法
例
で
は
常
居
所
地
法
お
よ
び
最
密
接
関
係
地
法
が
準
拠
法
と
な
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
地
の
法
が
人
的
に
不
統
一
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
本
国
法
の
場
合
と
同
様
の
解
決
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
条
二

項
（。”（

1（
（

法
例
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
二
七
号
に
よ
る
改
正
、
平
成
二
年
一
月
一
日
施
行
（
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
第
三
一
条
は
、

以
下
の
よ
う
に
、
表
現
さ
れ
て
い
た
。

“
第
三
一
条　

当
事
者
ガ
人
的
ニ
法
律
ヲ
異
ニ
ス
ル
国
ノ
国
籍
ヲ
有
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
国
ノ
規
則
ニ
従
ヒ
指
定
セ
ラ
ル
ル
法
律
若
シ
其
規
則

ナ
キ
ト
キ
ハ
当
事
者
ニ
最
モ
密
接
ナ
ル
関
係
ア
ル
法
律
ヲ
当
事
者
ノ
本
国
法
ト
ス

前
項
ノ
規
定
ハ
当
事
者
ガ
常
居
所
ヲ
有
ス
ル
地
ガ
人
的
ニ
法
律
ヲ
異
ニ
ス
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
当
事
者
ノ
常
居
所
地
法
及
ビ
夫
婦
ニ
最
モ
密
接
ナ
ル

関
係
ア
ル
地
ガ
人
的
ニ
法
律
ヲ
異
ニ
ス
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
夫
婦
ニ
最
モ
密
接
ナ
ル
関
係
ア
ル
地
ノ
法
律
ニ
之
ヲ
準
用
ス
”

こ
の
規
定
を
み
る
と
、
わ
が
国
の
立
法
者
が
、
属
人
法
の
決
定
基
準
と
し
て
「
本
国
法
」
等
を
連
結
点
に
採
用
し
た
た
め
、
人
的
不
統
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憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

一
法
国
法
中
の
ど
の
部
分
的
法
秩
序
を
「
本
国
法
」
等
と
み
な
す
べ
き
か
と
い
う
課
題
の
解
決
に
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
審
議

の
結
果
、
立
法
者
は
、
第
一
項
前
段
で
当
該
国
の
人
際
法
規
定
に
よ
る
旨
（
間
接
指
定
主
義
（
の
、
後
段
で
「
最
モ
密
接
ナ
ル
関
係
ア
ル

法
律
」
を
探
求
す
る
旨
（
直
接
指
定
主
義
（
の
複
合
的
構
成
を
採
用
し
た
。
こ
の
規
定
は
、
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
年
（
の
全
部
改
正
を

経
て
成
立
し
た
現
行
法
、
す
な
わ
ち
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
平
成
一
八
年
法
律
第
七
八
号
（
第
四
〇
条
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

そ
の
文
言
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

“（
人
的
に
法
を
異
に
す
る
国
又
は
地
の
法
（

第
四
〇
条　

当
事
者
が
人
的
に
法
を
異
に
す
る
国
の
国
籍
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
規
則
に
従
い
指
定
さ
れ
る
法
（
そ
の
よ
う
な
規
則
が

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
（
を
当
事
者
の
本
国
法
と
す
る
。”

（　

前
項
の
規
定
は
、
当
事
者
の
常
居
所
地
が
人
的
に
法
を
異
に
す
る
場
合
に
お
け
る
当
事
者
の
常
居
所
地
法
で
第
二
五
条
（
第
二
六
条
第
一
項

及
び
第
二
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。（、
第
二
六
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
二
条
又
は
第
三
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

も
の
及
び
夫
婦
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
人
的
に
法
を
異
に
す
る
場
合
に
お
け
る
夫
婦
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
に
つ
い
て
準
用

す
る
。”

第
一
項
の
場
合
、
口
語
体
へ
の
変
更
を
除
き
、
法
例
第
三
一
条
と
の
間
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。
第
二
項
で
は
、
第
一
項
を
準
用
す

る
範
囲
に
限
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
佐
野
教
授
は
、
第
四
〇
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。

“
本
条
は
、
改
正
法
例
三
一
条
の
規
定
を
踏
襲
し
、
現
代
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
二
項
は
、
常
居
所
地
法
に
つ
い
て
同
項
が
適
用
さ
れ
る

場
合
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
法
の
人
的
な
不
統
一
が
問
題
と
な
る
の
が
一
般
に
婚
姻
、
親
子
な
ど
の
身
分
法
関
係
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に



五
〇
〇

し
た
も
の
で
あ
り
、
改
正
法
例
の
規
律
を
変
更
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
小
出
・
逐
条
解
説
三
六
三
─
三
六
四
頁
（。
な
お
、
法
制
審

議
会
で
は
、
前
述
し
た
学
説
の
議
論
を
考
慮
し
て
、
改
正
法
例
三
一
条
を
実
質
的
に
改
正
す
べ
き
か
否
か
も
議
論
さ
れ
た
が
、
実
務
上
改
正
の
必
要

が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
や
、
法
の
人
的
抵
触
を
準
拠
法
所
属
国
の
実
質
私
法
秩
序
内
の
問
題
と
解
す
る
立
場
に
立
っ
て
も
、
同
条
一
項

前
段
は
注
意
規
定
と
し
て
、
後
段
は
人
際
法
の
規
則
が
内
容
不
明
の
場
合
の
指
標
と
し
て
、
一
定
の
存
在
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
理
由

か
ら
、
同
条
の
規
律
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
小
出
・
逐
条
解
説
三
六
六
頁
（。”（
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こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
立
法
で
は
右
の
第
二
の
見
解
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第

四
〇
条
第
一
項
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
。
佐
野
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

“
⑴　

人
的
に
法
を
異
に
す
る
国　

本
条
一
項
は
、「
人
的
に
法
を
異
に
す
る
国
」
の
国
籍
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
本
国
法
を
決
定
す
る
方
法

を
定
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
条
に
い
う
「
人
的
に
法
を
異
に
す
る
国
」
と
は
ど
の
よ
う
な
国
を
指
す
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
一

般
に
は
、「
国
内
に
数
個
の
私
法
が
属
人
的
に
併
存
す
る
状
態
」（
山
田
鐐
八
七
頁
（
あ
る
い
は
「
国
内
に
人
種
、
宗
教
徒
な
ど
の
人
的
集
団
に
よ
っ

て
異
な
っ
た
法
律
が
行
わ
れ
て
い
る
国
」（
溜
池
・
講
義
一
八
二
頁
（
が
そ
れ
に
当
た
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
域
的
な
不
統
一

法
国
と
の
共
通
性
を
説
く
立
場
か
ら
は
、
法
の
内
容
的
な
相
違
の
有
無
で
は
な
く
、
法
律
の
制
定
主
体
が
異
な
る
こ
と
を
基
準
と
す
る
と
の
見
解
も

主
張
さ
れ
て
い
る
（
神
前
・
前
掲
注
（
（
四
九
頁
（。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
属
人
的
に
適
用
さ
れ
る
種
族
法
や
宗
教
法
も
各
国
の
国
家
法
の
枠
組

み
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
法
に
つ
い
て
一
国
内
に
複
数
の
法
制
定
主
体
が
存
在
す
る
国
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
本
条
の
「
人
的
に
法
を
異
に
す
る
国
」
と
は
、
法
制
定
主
体
の
併
存
ま
で
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
通
説
が
認
め
る
よ
う
に
、
人
種
、
民

族
、
宗
教
な
ど
の
属
人
的
な
基
準
に
よ
っ
て
異
な
る
法
の
適
用
を
認
め
る
法
制
を
採
用
し
て
い
る
国
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

国
と
し
て
は
、
前
述
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
な
ど
の
中
東
諸

国
、
エ
ジ
プ
ト
、
リ
ビ
ア
ほ
か
一
部
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

⑵　
「
そ
の
国
の
規
則
」　

人
的
不
統
一
法
国
に
属
す
る
者
の
本
国
法
は
、
ま
ず
「
そ
の
国
の
規
則
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
的
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憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

不
統
一
法
国
の
法
が
当
事
者
の
本
国
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
国
内
法
上
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
が
服
す
る
法
が
、
そ
の
者
の

本
国
法
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
間
接
指
定
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
不
統
一
法
国
に
属
す
る
者
の
本
国
法
の
決
定
に
つ
き
間
接
指
定
の
方
法
を
と
る
理
由

と
し
て
は
、
主
に
次
の
二
つ
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
属
人
法
と
し
て
本
国
法
を
適
用
す
る
趣
旨
か
ら
し
て
、
い
ず
れ
の
国
が
法
廷
地
と
な

ろ
う
と
も
、
お
よ
そ
本
国
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
法
律
が
一
定
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
た
め
に
は
本
国
に
お
い
て
属
人
法
と
し
て
適
用

さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
法
を
適
用
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
第
二
に
、
本
国
内
の
い
ず
れ
の
法
秩
序
が
当
事

者
に
と
っ
て
最
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
の
認
定
は
、
当
該
国
の
法
制
や
国
情
と
無
関
係
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
本
国
の
内
部
的
な
規

則
を
尊
重
す
る
方
が
よ
り
妥
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
池
原
・
総
論
一
八
〇
─
一
八
一
頁
、
溜
池
・
講

義
一
八
〇
頁
、
櫻
田
九
三
頁
（。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
私
法
の
人
的
抵
触
は
、
本
来
、
準
拠
実
質
法
秩
序
内
の
問
題
で
あ
る
と
解
す
る
立
場

か
ら
は
、
そ
の
解
決
に
つ
い
て
本
国
の
規
則
に
よ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
（
山
田
鐐
八
九
頁
、
澤
木=

道
垣
内
・
入
門
四
四
頁
（、
本
条
一

項
本
文
は
、
い
わ
ば
注
意
規
定
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

間
接
指
定
の
基
準
と
な
る
「
そ
の
国
の
規
則
」
と
は
、
そ
の
国
の
内
部
に
併
存
す
る
私
法
の
人
的
抵
触
を
解
決
す
る
人
際
法
の
規
則
で
あ
る
（
山

田
鐐
八
九
頁
、
溜
池
・
講
義
一
八
三
頁
、
澤
木=

道
垣
内
・
入
門
四
四
頁
（。
こ
の
よ
う
な
人
際
法
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
明
文
化
さ
れ

て
い
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
確
定
に
は
困
難
を
伴
う
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
に
は
、
人
的
抵
触
に
関
す
る
統
一
的
か

つ
包
括
的
な
抵
触
規
則
は
存
在
せ
ず
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
婚
姻
法
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
婚
姻
法
な
ど
の
固
有
法
に
関
す
る
制
定
法
お
よ
び
特
別
婚
姻
法

な
ど
の
個
別
分
野
の
特
別
法
の
中
に
そ
れ
ら
の
規
則
が
散
在
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
明
文
の
規
則
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
イ
ギ
リ
ス
植
民

地
時
代
か
ら
の
特
許
状
、
命
令
な
ど
に
依
拠
し
て
、
抵
触
が
解
決
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
先
例
で
は
、
特
定
の
宗
教
を
信
仰
し

て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
当
該
宗
教
社
会
の
固
有
法
を
本
国
法
と
し
て
適
用
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
が
国
自
体
が
法

の
人
的
抵
触
を
解
決
す
る
規
則
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
、
人
際
法
の
解
明
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
比
較
法
的
な
調
査
の
蓄
積
が
必
要
と
い
え
よ
う
。”（
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こ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
憲
法
分
野
の
関
係
者
に
向
け
て
、
人
的
不
統
一
法
国
法
が
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
律
構

成
と
立
法
の
変
遷
が
概
括
的
に
紹
介
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
法
律
構
成
を
採
用
す
べ
き
か
と
い
う
点
は
も
と
よ
り
論
理
の
問
題
で
は
な
く
、

政
策
判
断
事
項
に
属
す
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
前
述
の
ど
の
解
釈
論
も
ひ
と
ま
ず
は
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
。
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二

し
か
し
な
が
ら
、
人
的
不
統
一
法
国
法
に
お
け
る
人
際
法
規
定
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
こ
の
種
の
問
題
は
は
た
し
て
国
際
私
法
分

野
に
固
有
の
論
点
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
の
も
と
で
国
会
に
よ
り
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
歴

史
的
事
実
を
考
慮
す
る
と
、
個
別
事
案
に
お
け
る
同
法
の
解
釈
に
関
し
て
も
そ
の
つ
ど
憲
法
と
の
適
合
性
の
有
無
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
が
、
具
体
的
な
渉
外
事
件
に
お
け
る
各
法
律
問
題
の
準
拠
法
と

し
て
の
資
格
を
個
別
の
外
国
法
に
対
し
て
直
接
に
付
与

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
得
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
理
論
お
よ
び
実
務
を
通
じ
て
一
致
が
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
説
明
が
成
り
立
つ
と
い
う
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
外
国
法
一
般
に
対
し
て
わ
が
国
で
の
法
源
性
が
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

形
式
上
付
与

0

0

0

0

0

さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

と
い
う
前
提
が
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
国
法
に
対
し
て
一
般
的
な
法
源
性
を
付
与
す
る
旨
を

認
め
る
実
定
法
上
の
最
終
的
根
拠
を
最
高
規
範
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
以
上
、
憲
法
に
基
づ
い
て
し
か
る
べ
き
権
限
を
付
与
さ
れ
た
「
国

権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
国
会
が
、
憲
法
が
定
め
た
権
限
の
範
囲
内
で
、「
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
し
て
な
し
得
る
役
割
は
、
憲
法

規
範
に
よ
っ
て
す
で
に
一
般
的
法
源
性
を
認
め
ら
れ
た
外
国
法
を
、
国
内
法
に
代
え
て
、
い
つ
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
点
（
適
用
の
時
期
、

条
件
、
方
法
等
（
を
決
定
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
人
的
不
統
一
法
国
法
上
の
人
際
法
規
定
の
適
用
を
め
ぐ
る
法
律
構
成
如
何
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
主
張
が
憲

法
に
適
合
す
る
か
と
い
う
点
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
つ
場
合
、
一
方
の
、「
国
際
私

法
の
任
務
は
場
所
的
な
法
の
抵
触
を
解
決
す
る
こ
と
に
尽
き
て
お
り
、
人
的
不
統
一
法
国
の
場
合
に
法
廷
地
国
際
私
法
の
立
場
か
ら
直
接

的
に
解
決
を
図
る
の
は
国
際
私
法
本
来
の
任
務
を
逸
脱
し
た
も
の
」（

11
（

と
す
る
主
張
と
、
他
方
の
、
平
成
元
年
法
律
第
二
七
号
に
よ
る
改
正

に
基
づ
く
法
例
第
三
一
条
（
前
述
引
用
部
参
照
（
を
「
本
国
法
等
を
絞
り
込
む
た
め
の
規
定
と
い
う
よ
り
は
、
直
接
準
拠
法
を
特
定
す
る
た

め
の
規
定
と
し
て
読
む
方
が
無
理
の
な
い
文
言
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
七
条
を
廃
止
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す
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し
、
人
的
不
統
一
法
の
指
定
に
関
す
る
法
例
の
規
定
を
扶
養
義
務
に
つ
い
て
も
準
用
す
る
旨
」
を
明
文
で
規
定
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
見
解（

11
（

と
の
間
で
、
こ
の
よ
う
な
対
立
を
解
消
す
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
国
際
私
法
上
の
解
釈
問
題
（
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
の
解
釈
論
と
し
て

裁
判
所
が
決
定
権
を
有
す
る
と
み
る
理
解
（
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。
と
い
う
の
は
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
が
ど
の

よ
う
な
論
点
を
解
決
す
る
た
め
に
立
法
さ
れ
た
の
か
を
決
定
す
る
主
体
は
、
立
法
行
為
の
客
体
、
つ
ま
り
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法

そ
れ
自
体
（
同
法
の
解
釈
に
従
事
す
る
裁
判
実
務
や
学
理
を
含
む
（
で
は
な
く
、
同
法
を
制
定
し
た
立
法
主
体
、
つ
ま
り
、
国
会
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
会
が
「
国
際
私
法
の
任
務
」
を
「
場
所
的
な
法
の
抵
触
を
解
決
す
る
こ
と
に
尽
き
」
る
と
み

て
い
た
か
、「
直
接
準
拠
法
を
特
定
す
る
」
点
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
と
い
う
点
の
判
断
材
料
は
、
通
例
、
立
法
の
趣
旨
・
目
的
を
定

め
た
規
定
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
一
条
は
「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
に
つ
い
て
定
め
る
」
と

述
べ
る
の
み
で
、
右
の
二
つ
の
見
解
の
い
ず
れ
を
採
用
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
素
材
を
何
も
示
し
て
は
い
な
い（

11
（

。
国
際
私
法
分
野
の
従

来
の
解
釈
論
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
点
の
判
断
権
限
が
国
会
か
ら
無
条
件
に
裁
判
所
等
に
委
ね
ら

れ
た
と
主
張
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
私
法
の
任
務
を
法
域
の
選
択
と
み
る
か
具
体
的
規
定
の
選
択
と
捉
え
る

か
と
い
う
点
は
、
た
と
え
ば
、
す
べ
て
の

0

0

0

0

外
国
法
に
対
し
て
無
制
限
に
一
般
的
な
法
源
性
を
付
与
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
特
定
の

0

0

0

外
国
法

に
限
っ
て
一
般
的
な
法
源
性
を
認
め
る
か
と
い
う
点
で
、
憲
法
上
定
義
さ
れ
る
「
外
国
法
」
の
意
味
内
容
如
何
と
い
う
論
点
と
密
接
な
関

係
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
国
際
私
法
分
野
で
主
張
さ
れ
て
い
る
諸
見
解
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
か
を
決
定
す
る
権
限
は
、

国
会
で
は
な
く
、
憲
法
の
立
法
者
に
留
保
さ
れ
て
い
る
と
み
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
人
的
不
統
一

法
国
法
上
の
人
際
法
規
定
の
適
用
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
憲
法
の
視
点
か
ら
改
め
て
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る

こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ィ
が
「
一
切
の
学
問
に
つ
い
て
…
…
時
代
と
い
う
も
の
を
考
え
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る
こ
と
が
で
き
る
。」（
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と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
ど
の
立
法
も
ど
の
解
釈
論
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
産
物
で
し
か
な
い
。
こ
の
意
味
に
お

け
る
歴
史
的
制
約
に
鑑
み
れ
ば
、
憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
連
性
如
何
と
い
う
視
点
の
も
と
で
、
こ
こ
で
の
主
題
に
関
す
る
従
前
の
解
釈

論
の
今
日
的
意
義
を
問
い
直
し
、
現
代
的
解
釈
の
可
能
性
如
何
を
改
め
て
探
求
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

三 
人
際
法
と
法
の
下
の
平
等

一　

人
的
不
統
一
法
国
法
上
の
人
際
法
規
定
の
適
用
過
程
を
国
際
私
法
と
憲
法
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
す
る
際
の
第
一
の
視
点
は
、
世

俗
法
が
宗
教
法
を
取
り
込
む
場
合
に
関
わ
る
。「
世
俗
法
が
宗
教
法
を
取
り
込
む
」
と
は
、
世
俗
法
の
中
心
法
源
た
る
憲
法
に
お
い
て
、

宗
教
法
の
適
用
が
全
面
的
に
是
認
さ
れ
る
状
況
を
い
う
。
渉
外
身
分
事
件
の
当
事
者
と
し
て
登
場
す
る
外
国
人
は
、
少
な
か
ら
ず
生
育
環

境
を
反
映
し
た
い
ず
れ
か
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
も
、「
外
国
の

宗
教
法
」（
む
ろ
ん
、「
外
国
」
と
い
う
形
容
表
現
が
国
家
と
い
う
世
俗
社
会
（
公
法
上
の
団
体
（
を
考
慮
す
る
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
論

理
上
、「
外
国
の
宗
教
法
」
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
便
宜
上
、
敢
え
て
こ
の
語
を
用
い
る
（
の
適
用
が

是
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
面
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、「
宗
教
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
特
定
の

宗
教
の
み
を
意
味
す
る
か
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
包
含
す
る
か
と
い
う
点
が
同
時
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
学
の
領
域
で
は
、
憲
法
第
三
章
（「
国
民
の
権
利
及
び
義
務
」（
に
お
い
て
、「
国
民
」
を
基
本
権
保
障
の
主
体
と
す
る
規
定
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
ら
の
権
利
が
外
国
人
に
対
し
て
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
れ
は
、「
日
本
国
憲

法
は
、
前
国
家
的
な
人
間
の
権
利
を
保
障
す
る
と
い
う
思
想
に
も
と
づ
い
て
、
基
本
的
人
権
の
規
定
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
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憲
法
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国
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国
人
を
保
障
の
枠
外
に
置
く
と
解
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
」（

11
（

と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
つ
い

て
は
、「
憲
法
の
よ
っ
て
立
つ
国
際
協
和
主
義
」
か
ら
導
か
れ
る
と
い
う
説
明
も
行
わ
れ
て
い
る（

1（
（

。

か
く
し
て
、
真
の
論
点
は
、
外
国
人
（
無
国
籍
者
を
含
む
（
に
対
し
て
も
基
本
的
自
由
や
基
本
的
権
利
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
原

則
的
理
解
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
自
由
（
権
利
（
を
こ
の
原
則
に
対
す
る
例
外
と
み
る
べ
き
か
に
移
行
す
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
今
日
、
概
し
て
、
国
籍
離
脱
の
自
由
（
第
二
二
条
第
二
項
（、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
（
第
二
五
条
第
一

項
（、
教
育
を
受
け
る
権
利
（
第
二
六
条
第
一
項
（、
勤
労
の
権
利
（
第
二
七
条
第
一
項
（
等
が
右
の
原
則
に
対
す
る
例
外
を
な
し
、
外
国
人
は

こ
の
種
の
自
由
や
権
利
を
享
有
で
き
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
の
下
の
平
等
、
信
教
の
自
由
を
含
む
各
種
の
精
神

的
自
由
等
は
そ
う
し
た
例
外
に
は
当
た
ら
ず
、
外
国
人
に
も
保
障
さ
れ
る
と
広
く
考
え
ら
れ
て
き
た（

11
（

。
特
に
、「
信
教
の
自
由
に
つ
い
て

は
、
日
本
国
民
と
の
間
に
差
別
を
も
う
け
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
同
時
に
、
他
方
で
、「
法

の
下
の
平
等
は
、
権
利
内
容
が
多
様
で
あ
り
、
具
体
的
な
問
題
に
そ
く
し
た
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
」
と
留
保
を
付
す
見
解（

11
（

も
主
張
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
に
立
つ
場
合
、「
法
の
下
の
平
等
」
が
主
張
さ
れ
る
個
別
的
状
況
を
さ
ら
に
細
分
化
し
た
う
え
で
具
体
的
に
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

二　

以
上
の
理
解
を
小
稿
の
問
題
関
心
に
引
き
付
け
て
い
え
ば
、
人
種
・
民
族
や
身
分
の
相
違
に
応
じ
て
適
用
法
規
を
区
別
す
る
外
国

人
際
法
規
定
の
国
内
に
お
け
る
適
用
そ
れ
自
体
が
、
ま
た
、
そ
う
し
た
区
別
を
含
む
外
国
宗
教
法
の
適
用
自
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
憲
法
第

一
四
条
第
一
項
所
定
の
「
法
の
下
の
平
等
」
に
触
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
を
、
憲
法
解
釈
論
と
し
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
問
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
同
化
さ
れ
た
者
、
現
地
人
、
現
地
人
と
同
化
さ
れ
た

者
、
こ
れ
ら
四
つ
の
人
的
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
に
応
じ
て
適
用
法
規
を
区
別
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
や
ど
の
社
会
階
層
に
属
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す
る
か
に
よ
っ
て
適
用
法
規
を
変
更
す
る
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法（
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の
よ
う
に
、
人
種
や
身
分
を
理
由
に
適
用
法
規
の
変
更
を
認
め
る
外

国
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
場
合
、
当
該
外
国
法
中
の
ど
の
部
分
的
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
る
か
に
応
じ
て
個
別
具
体
的
事
案
に
お
け
る
法
的

結
論
（
婚
姻
の
成
否
、
離
婚
の
可
否
、
親
権
の
帰
属
等
（
に
差
異
が
生
じ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
国
際
私
法
分
野
で
は
す
で
に
、「
法

の
下
の
平
等
」
に
触
れ
る
よ
う
な
外
国
宗
教
法
の
適
用
結
果
を
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
四
二
条
所
定
の
公
序
条
項
に
よ
っ
て
排
除

す
る
法
律
構
成
が
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
論
点
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
私
法
的
法
律
構
成
（
準
拠
外
国
法
の
適
用

排
除
（
の
当
否
で
は
な
く
、
国
家
法
体
系
上
こ
の
論
点
に
先
行
す
る
、
憲
法
上
の
法
律
構
成
の
可
能
性
如
何
（
国
内
裁
判
所
等
に
お
け
る
外

国
人
際
法
規
定
・
外
国
宗
教
法
規
定
適
用
の
能
否
（
で
あ
る
。

も
と
も
と
、「
法
の
下
の
平
等
」
と
は
、
外
国
人
を
含
め
、「
国
民
が
法
上
差
別
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
立
法
、
行
政
、
司
法
い
ず

れ
の
機
関
も
国
民
を
差
別
し
て
扱
う
こ
と
を
許
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」（

11
（

。
そ
こ
に
は
、「
法
定
立
の
平
等
」、
す
な
わ
ち
、「
す
べ
て
の

人
に
対
し
、
平
等
な
権
利
が
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、
そ
れ
に
、「
法
適
用
の
平
等
」、
す
な
わ
ち
、「
司
法
機
関
は
、
法

の
定
め
て
い
な
い
よ
う
な
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。
ま
た
、
第
一
四
条
第

一
項
の
規
範
的
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
⑴
「
法
の
下
の
平
等
」
条
項
の
名
宛
人
、
⑵
「
平
等
」
の
意
味
、
⑶
列
挙
事
由
の
意

義
、
こ
れ
ら
三
点
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
論
者
は
、
以
下
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い
た（

11
（

。
そ
の
う
ち
、
ま
ず
⑴
の
「
法
の

下
の
平
等
」
を
実
践
す
べ
き
名
宛
人
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
国
家
機
関
が
該
当
し
、「
行
政
府
や
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
、
立
法
府
も
同

条
項
の
拘
束
を
受
け
る
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り（

11
（

、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
た
だ
、「
法
の
下
の
平

等
」
の
規
定
が
立
法
権
を
も
拘
束
す
る
か
否
か
を
問
う
場
合（

1（
（

で
も
、
渉
外
事
件
の
準
拠
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
外
国
法
の
立
法
者
が
そ
こ

に
い
う
「
す
べ
て
の
国
家
機
関
」
に
該
当
せ
ず
、
わ
が
国
の
「
法
の
下
の
平
等
」
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
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れ
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
外
国
人
際
法
規
定
を
適
用
す
る
わ
が
国
の
裁
判
所
は
「
す
べ
て
の
国
家
機
関
」
に
含
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

が
国
内
機
関
で
あ
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
点
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
⑵
に
つ
い
て
は
、「
各
人
の
事
実
上
の
差

異
に
着
眼
し
て
そ
の
差
異
に
応
じ
た
法
的
取
扱
い
を
し
よ
う
と
す
る
『
相
対
的
平
等
』
の
観
念
」
が
同
条
同
項
の
「
平
等
」
の
観
念
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、「
い
か
な
る
方
法
に
お
い
て
、
各
人
の
差
異
に
応
じ
た
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
」
か
の
説
明
概
念
と
し
て
、

「
法
的
取
扱
い
の
均
等

0

0

0

0

0

0

を
意
味
」
す
る
「
形
式
的
平
等
」
と
「
法
的
取
扱
い
の
結
果
の
均
等

0

0

0

0

0

（
事
実
次
元
の
均
等
（
を
意
味
」
す
る
「
実
質

的
平
等
」
と
い
う
対
概
念
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
に
続
け
て
、「
い
か
な
る
平
等
の
観
念
が
妥
当
す
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
き
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
す
る
記
述
を
み
る
と
、
右
の
意
味
で
の
外
国
人
際
法
規
定
の
適
用
に

関
し
て
憲
法
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
優
先
的
に
採
用
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
明
確
な
結
論
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
⑶

に
つ
い
て
は
、「
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
」
が
例
示
的
列
挙
に
当
た
る
か
否
か
が
論
点
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
人

種
」
と
「
社
会
的
身
分
」
に
着
目
す
る
小
稿
で
は
こ
の
点
へ
の
言
及
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
説
明
を
聞
く
と
、
ど
こ
で
も
複
数
の
解
釈
を
生
み
出
す
多
義
的
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が

人
種
等
を
理
由
と
し
て
適
用
法
規
を
変
更
す
る
外
国
人
際
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
「
法
の
下
の
平
等
」
に
反
す
る
か
否
か
を

「
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
き
め
」
ざ
る
を
得
な
い
と
説
明
さ
れ
る
事
情
が
読
み
取
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
平
等
が
問
題
と
な
る
領

域
は
多
様
で
あ
り
、
平
等
・
不
平
等
観
も
社
会
意
識
の
変
化
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
憲
法
は
、
平
等
思
想
の
根
源

と
過
去
の
経
験
（
過
去
の
悲
惨
な
差
別
、
本
人
の
努
力
に
よ
っ
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
社
会
的
汚
名
、
等
々
（
に
鑑
み
、
一
定
の
事
項
（
後
段
列

挙
事
項
（
に
つ
い
て
は
と
く
に
『
差
別
』
を
警
戒
し
、
そ
の
事
項
に
関
し
て
は
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
特
別
の
事
情
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り

『
差
別
』
と
し
て
禁
止
す
る
趣
旨
（『
差
別
』
に
つ
き
疑
わ
し
い
範
疇
（
と
解
す
べ
き
で
あ
」
る
と
の
や
や
積
極
的
な
指
摘（

11
（

が
み
ら
れ
る
場
合
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に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。

三　

右
の
点
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
は
、
人
種
や
身
分
と
い
う
言
葉
の
内
容
の
客
観
化
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一

方
で
、「『
人
種
』
と
は
、
本
来
、
人
類
学
上
の
概
念
で
あ
る
が
、
社
会
学
上
の
概
念
で
あ
る
『
民
族
』
も
、
こ
の
『
人
種
』
に
含
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
」
と
述
べ
ら
れ
、
他
方
で
、「
社
会
的
身
分
」
を
「
人
が
社
会
生
活
に
お
い
て
し
め
る
一
定
程
度
継
続
性
を
有
す
る
地
位
」

と
、
ま
た
「
門
地
」
を
「
家
族
的
起
源
に
着
眼
し
た
家
柄
（
華
族
・
士
族
・
平
民
な
ど
（
を
い
う
」
と
説
明
さ
れ
て
き
た（

11
（

。
さ
ら
に
、
あ
る

種
の
差
別
が
違
憲
か
合
憲
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、「
合
理
的
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
論
点
を
掲
げ
、
合
理
的
理

由
の
有
無
の
判
断
基
準
と
し
て
、「
差
別
の
目
的
が
合
理
的
か
否
か
」（
目
的
テ
ス
ト
（、「
そ
の
差
別
が
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

手
段
と
し
て
合
理
性
を
も
つ
か
ど
う
か
」（
手
段
テ
ス
ト
（、
こ
れ
ら
二
つ
の
政
策
的
評
価
の
結
果
を
考
慮
す
る
指
摘
も
あ
る（

11
（

。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
文
言
を
羅
列
し
た
判
断
基
準
の
言
い
換
え
を
い
く
ら
繰
り
返
し
て
も
、
客
観
性
の
あ
る
基
準
（「
比
較
の
第
三

項
（tertium

 com
parationis

（」（
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
真
の
結
論
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
、
人

種
に
着
目
し
て
適
用
法
規
を
使
い
分
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ス
リ
ラ
ン
カ
の
法
制
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
つ
い
て
身
分
に
着
目
し
た
差
別

制
度
を
維
持
し
、
異
な
る
身
分

0

0

（
ヴ
ァ
ル
ナ
（
に
属
す
る
者
同
士
の
婚
姻
を
禁
じ
る（

11
（

イ
ン
ド
の
慣
習
法
（
内
婚
集
団
制
（（

11
（

等
を
適
用
す
る
こ

と
が
第
一
四
条
第
一
項
で
禁
じ
ら
れ
た
、「
人
種
」
や
「
社
会
的
身
分
」
に
よ
る
「
差
別
」
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
点
が
実
定
憲
法

解
釈
論
の
次
元
で
早
急
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
人
び
と
の
国
境
を
超
え
た
移
動
が
ま
す
ま
す
頻
繁
に

な
り
つ
つ
あ
る
地
球
社
会
の
現
状
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
現
代
の
憲
法
学
が
ど
の
よ
う
な
課
題
を
果
た
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
真
摯
に

答
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
論
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
わ
が

国
の
裁
判
所
は
と
い
う
以
前
に
、
憲
法
の
立
法
者
が
、「
法
の
下
の
平
等
」
規
定
に
触
れ
る
と
い
う
理
由
で
、「
人
種
」
や
「
社
会
的
身
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分
」
に
よ
る
「
差
別
」
を
前
提
と
す
る
外
国
人
際
法
規
定
を
適
用
す
る
余
地
を
当
初
か
ら
認
め
て
お
ら
ず
、
そ
の
法
源
性
を
否
定
し
て
い

た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
（
改
正
前
の
法
例
に
人
的
不
統
一
法
国
法
に

関
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
事
態
を
関
係
法
規
の
欠
缺

0

0

と
解
す
る
立
場
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

四 
近
代
憲
法
体
制
と
宗
教

一　

人
的
不
統
一
法
国
法
上
の
人
際
法
規
定
の
適
用
過
程
を
国
際
私
法
と
憲
法
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
す
る
際
の
第
二
の
視
点
は
、
国

家
法
と
宗
教
と
の
社
会
的
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か（

11
（

で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
「
世
俗
法
が
宗
教
法
を
取
り
込
む
」
と
い
う
先
の

表
現
と
の
対
比
で
い
え
ば
、「
世
俗
法
が
宗
教
法
を
取
り
込
む
こ
と
の
可
否
」
と
い
う
前
提
的
論
点
を
批
判
的
に
問
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
原
理
的
評
価
に
関
わ
る
こ
の
疑
問
は
い
く
つ
も
の
論
点
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
第
二
〇
条
で
保
障
さ
れ
た
「
信
教
の
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
得
る
。
た
と
え
ば
、
外
国
人
と
日
本
人
と
の
婚
姻

等
、
渉
外
身
分
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
に
関
し
て
外
国
宗
教
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
、
第
一
項
の
「
特
権
」
に
当
た
ら
な
い
と
か
、
第

二
項
の
「
宗
教
上
の
行
為
…
…
を
強
制
さ
れ
な
い
」
に
含
ま
れ
な
い
と
か
、
さ
ら
に
、
第
三
項
の
「
宗
教
的
活
動
」
に
含
ま
れ
な
い
と
か

と
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
解
釈
が
優
先
さ
れ
る
実
定
憲
法
上
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

二　

ま
ず
、
同
条
に
い
う
「
宗
教
」
の
定
義
を
確
認
し
よ
う
。「
信
教
の
自
由
の
保
障
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
宗
教
の
意
味
を
求
め
る
べ

き
で
あ
る
」（

11
（

と
す
る
説
明
か
ら
は
具
体
的
な
内
容
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、「
憲
法
で
い
う
宗
教
と
は
『
超
自
然
的
、
超

人
間
的
本
質
（
す
な
わ
ち
絶
対
者
、
造
物
主
、
至
高
の
存
在
等
、
な
か
ん
ず
く
神
、
仏
、
霊
等
（
の
存
在
を
確
信
し
、
畏
敬
崇
拝
す
る
心
情
と
行
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為
』
を
い
い
、
個
人
的
宗
教
た
る
と
集
団
的
宗
教
た
る
と
、
は
た
ま
た
発
生
的
に
自
然
的
宗
教
た
る
と
、
創
唱
的
宗
教
た
る
と
を
問
わ

ず
、
す
べ
て
こ
れ
を
包
含
す
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
旨
を
明
示
し
た
名
古
屋
高
裁
判
決（

11
（

が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る（

11
（

が
、

「
信
教
の
自
由
の
保
障
の
趣
旨
」
如
何
等
、
解
釈
を
要
す
る
多
義
的
表
現
が
こ
こ
で
も
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
こ
の

種
の
説
明
も
定
義
の
探
求
に
と
っ
て
有
用
と
は
言
い
得
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
信
教
の
自
由
」
の
内
容
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い

る
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
宗
教
上
の
行
為
」
が
掲
げ
ら
れ
、
当
該
行
為
の
意
味
は
「
礼
拝
、
祈
禱
、
そ
の
他
の
宗
教
上
の
行
為
、

祝
典
、
儀
式
ま
た
は
行
事
を
行
な
い
、
ま
た
は
参
加
し
、
も
し
く
は
か
か
る
行
為
を
し
な
い
自
由
を
い
う
」
と
す
る
説
明
が
み
ら
れ
る（

1（
（

。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
、「
そ
の
他
の
宗
教
上
の
行
為
」
に
外
国
人
際
法
の
適
用
が
含
ま
れ
る
か
否
か
を
客
観
的
に
判
定
し
得
る
指
標
は
何

も
見
出
さ
れ
な
い
。
わ
が
国
の
裁
判
所
が
国
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
国
内
の
宗
教
関
連
実
定
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
が
「
宗
教
的
活
動
」

に
当
た
ら
な
い
と
い
う
点
に
疑
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
外
国
宗
教
法
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う

な
説
明
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
問
う
の
は
、
個
々
の
宗
教
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
に
信
奉

す
る
特
定
の
宗
教
法
の
適
用
が
「
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
…
…
て
は
な
ら
な
い
」（
第
一
項
後
段
（
と
い
う
禁
止
規

定
や
「
国
お
よ
び
そ
の
機
関
は
、
…
…
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
」（
第
三
項
（
と
い
う
禁
止
規
定
に
牴
触
す
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
念
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
客
観
化
で
き
る
ほ
ど
の
明
確
な
定
義
が
与
え
ら
れ
て

い
な
い
「
宗
教
団
体
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

宗
教
法
人
法
第
二
条
は
、「
宗
教
団
体
」
を
「
礼
拝
の
施
設
を
備
え
る
神
社
、
寺
院
、
教
会
、
修
道
院
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
団
体
」

（
第
一
号
（
ま
た
は
「
前
号
に
掲
げ
る
団
体
を
包
括
す
る
教
派
、
宗
派
、
教
団
、
教
会
、
修
道
会
、
司
教
区
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
団

体
」（
第
二
号
（
で
あ
っ
て
、
同
時
に
、「
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
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的
と
す
る
」
と
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
の
妥
当
領
域
は
、
む
ろ
ん
、
国
内
の
宗
教
法
人
に
限
ら
れ
、
外
国
の
宗
教
法
人
に
は
及
ば
な
い
で

あ
ろ
う
。
憲
法
上
の
「
宗
教
団
体
」
概
念
が
宗
教
法
人
法
上
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
こ
と
を
認
め
る
立
場（

11
（

に
お
い
て
、
外
国
の
宗
教
法
人
が

第
一
項
の
「
宗
教
団
体
」
に
含
ま
れ
る
か
否
か
は
い
か
な
る
判
断
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
憲
法
分
野

の
し
か
る
べ
き
説
明
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
世
俗
法
に
取
り
込
ま
れ
る
宗
教
法
の
範
囲
や
宗
教
法
を
適
用
す
る
行
為

の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
明
確
な
指
針
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
外
国
宗
教

法
の
適
用
が
、
第
一
項
の
「
特
権
」
に
当
た
ら
ず
、
第
二
項
の
「
宗
教
上
の
行
為
…
…
を
強
制
さ
れ
な
い
」
に
含
ま
れ
ず
、
第
三
項
の

「
宗
教
的
活
動
」
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
解
釈
の
実
定
憲
法
上
の
根
拠
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

三　

そ
れ
な
ら
ば
、
宗
教
法
を
適
用
す
る
行
為
そ
れ
自
体
は
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
内
宗
教
法
の
適

用
に
関
し
て
は
、
か
な
り
以
前
に
、
単
に
宗
教
上
の
地
位
の
確
認
を
求
め
る
も
の
と
み
な
す
と
い
う
解
釈
を
通
じ
て
、
住
職
た
る
地
位
の

確
認
を
求
め
る
訴
え
を
法
律
上
の
権
利
関
係
の
確
認
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
裁
判
所
法
第
三
条
第
一
項
に
い
う
「
法
律
上

の
争
訟
」
に
当
た
ら
な
い
と
述
べ
て
、
当
該
訴
え
を
不
適
法
と
判
示
し
た
最
高
裁
判
決（

11
（

が
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
物
（
請
求
の
趣
旨
お
よ
び

請
求
原
因
（
を
み
る
限
り
、
渉
外
的
な
離
婚
請
求
事
件
、
親
権
者
指
定
申
立
事
件
等
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
疑
い
は

な
く
、
憲
法
上
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
外
国
宗
教
法
を
適
用
す
る
権
限
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
点
を
正
面
か
ら
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い

よ
う
に
み
え
る
。

そ
れ
で
は
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
外
国
の
宗
教
団
体
が
定
め
た
固
有
の
宗
教
法
を
適
用
し
て
も
、
当
該
宗
教
団
体
が
「
国
か
ら
特
権
を

受
け
」
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
政
教
分
離
（
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
（
原
則
の
趣
旨
を
「
一
の
宗
教
団
体
を
他
の
宗

教
団
体
よ
り
も
優
遇
し
て
は
い
け
な
い
…
…
宗
教
団
体
を
一
般
の
他
の
団
体
よ
り
も
優
遇
し
て
も
い
け
な
い
」（

11
（

と
い
う
意
味
に
捉
え
れ
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ば
、
ど
の
宗
教
団
体
に
対
し
て
も
公
平
に
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
法
を
適
用
す
れ
ば
、
格
別
の
問
題
は
な
い
と
も
言
い
得
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
論
点
は
、
各
宗
教
法
の
「
適
用
」
が
公
平
に
行
わ
れ
る
か
否
か
と
い
う
以
前
に
、
憲
法
上
そ
も
そ
も
各
宗
教
法
の

「
適
用
」
そ
れ
自
体
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
外
国
宗
教
法
の
適
用
行
為
が
、「
宗
教
的
活
動
」（

11
（

と
い
う
文
言
の
解
釈

に
際
し
て
指
針
と
さ
れ
た
「
宗
教
の
宣
伝
を
目
的
と
す
る
す
べ
て
の
活
動
」
と
い
う
表
現
に
当
た
ら
な
い
と
言
え
る
理
由
を
こ
の
定
義
自

体
か
ら
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、「
宗
教
的
活
動
」
を
「
特
定
の
宗
教
の
布
教
、
教
化
、
宣
伝
を
目
的
と
す
る
行
為
の
ほ

か
、
祈
禱
、
礼
拝
、
儀
式
、
祝
典
、
行
事
等
お
よ
そ
宗
教
的
信
仰
の
表
現
で
あ
る
一
切
の
行
為
を
包
括
す
る
概
念
」（

11
（

と
い
う
定
義
に
つ
い

て
も
、
同
様
に
、
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
種
の
抽
象
的
な
文
言
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
定
義
を
い
く
ら
繰
り
返
し
て
も
、
右
の
問
い
に
対
す
る

解
答
が
得
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
逆
に
、
外
国
宗
教
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
「
宗
教
的
信
仰
の
表
現
で
あ
る
一
切
の
行
為
」
に
当
た
る
と

解
釈
す
る
余
地
（
無
制
限
説
（
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
た
と
え
、「
宗
教
的
活
動
」
を
「
国
お
よ
び
そ
の
機
関
の
活
動
で
宗
教
と
の
か

か
わ
り
合
い
を
も
つ
す
べ
て
の
行
為
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
…
…
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
に
限
ら

れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧

迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
」（

11
（

と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
宗
教
的
活
動
」
を
限
定
的
に
捉
え
る
立
場
（
制
限
説
（
を
採
る
と
し
て

も
、
当
該
宗
教
そ
れ
自
体
の
存
在
意
義
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
内
国
裁
判
所
に
よ
る
外
国
宗
教
法
の
適
用
行
為
「
の
目
的

が
宗
教
的
意
義
を
も
」
つ
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
こ
れ
と
同
様
の
理
由
で
、
外
国
宗
教
法
の
適
用
行
為
を
「
そ
の
効
果
が
宗
教
に
対
す

る
援
助
、
助
長
、
促
進
…
…
に
な
る
よ
う
な
行
為
」
と
み
る
余
地
が
な
い
と
も
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
第
二
〇

条
に
お
け
る
外
国
宗
教
法
の
位
置
付
け
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
憲
法
分
野
の
明
確
な
解
答
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

四　

し
か
し
な
が
ら
、
世
俗
法
と
宗
教
法
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
は
、
よ
り
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
世
俗
法
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（
憲
法
（
が
宗
教
法
の
適
用
の
可
否
等
を
な
ぜ
決
定
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
憲
法
学
分
野
の
限
定
的
理
解
と
は
大
い
に
異
な
り

得
る
が
、「
政
教
分
離
」
の
今
ひ
と
つ
の
捉
え
方
と
し
て
、
憲
法
に
代
表
さ
れ
る
世
俗
界
と
聖
典
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
界
と
を
相
互
に
対0

等0

の
社
会
と
位
置
付
け
る
場
合
、
宗
教
法
が
世
俗
法
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
世
俗
法
と
宗
教
法
と

は
互
い
に
交
わ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
（
判
断
の
主
体
、
決
定
者
（
も
宗
教
（
判
断
の
客
体
、
被
決
定
者
（
も
こ
の
論
点
に
関
し
て

当
事
者
（
利
害
関
係
者
（
に
相
当
す
る
地
位
に
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
も
「
比
較
の
第
三
項
」
た
り
得
な
い
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
憲
法
も

宗
教
も
、
こ
の
点
の
判
断
を
行
う
最
終
的
資
格
を
原
理
的
に
持
ち
得
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
法
廷
地
独
立
牴

触
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
準
拠
法
所
属
国
（
人
的
不
統
一
法
国
（
の
宗
教
関
連
法
（
人
際
法
（
の
適
用
と
い
う
現
象
自
体
が
生
じ
得
な
い

こ
と
と
な
ろ
う
。

国
際
私
法
の
分
野
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
か
ね
て
よ
り
人
的
不
統
一
法
国
法
上
の
人
際
法
規
定
（
宗
教
法
規
定
を
含
む
（
の
適
用
が
肯

定
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
右
の
疑
問
を
憲
法
上
の
論
点
に
置
き
換
え
る
に
は
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る

意
味
で
結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
た
と
え
ば
、
第
二
〇
条
に
い
う
「
宗
教
」
を
日
本
国
憲
法
を
も
含
む
近
代
憲
法
体
制（

11
（

の

枠
内
に
あ
る
宗
教
（
い
わ
ゆ
る
「
体
制
内
宗
教
」（
に
限
定
す
べ
き
か
否
か
と
言
い
表
せ
ば
、
こ
の
論
点
は
憲
法
分
野
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
憲
法
分
野
で
も
か
な
り
早
い
時
期
に
、
池
田
教
授
に
よ
り
「
宗
教
か
ら
み
た
憲
法
」（

11
（

と
い
う
表
現
で
憲
法
と
宗

教
と
の
関
わ
り
方
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
最
後
の
項
（「『
憲
法
と
宗
教
』
の
法
文
化
」（
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、「『
日
本
宗

教
』
と
人
類
の
普
遍
原
理
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た（

1（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
教
授
の
問
題
関
心
が
お
そ
ら
く
は
「
法
文
化
」
に

収
斂
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
小
稿
の
関
心
事
か
ら
み
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
諸
外
国
の
宗
教
（
宗
教
法
を
含
む
（
の
側
で
、

近
代
憲
法
体
制
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
、
逆
に
、
わ
が
国
の
憲
法
上
、
日
本
国
憲
法
を
含
む
近
代
憲
法
体
制
を
前
提
と
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し
て
い
な
い
特
異
な
外
国
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
っ
た
諸
点
は
そ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
に
み
え
る
。

五　

以
下
で
は
、
こ
の
点
を
取
り
上
げ
た
社
会
学
分
野
の
あ
る
成
果（

11
（

に
示
唆
を
得
て
、
ひ
と
つ
の
仮
説
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、

近
代
憲
法
体
制
の
存
在
を
認
め
、
─
─
こ
の
こ
と
と
い
わ
ば
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
に
あ
る
─
─
近
代
憲
法
体
制
の
も
と
で
宗
教
の
自
由

を
享
受
す
る
、
い
わ
ば
「
体
制
内
宗
教
」
と
、
逆
に
近
代
憲
法
体
制
が
掲
げ
る
前
提
（
憲
法
（
基
盤
的
社
会
規
範
（
改
正
の
可
能
性
を
肯
定
す

る
制
度
（
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
、
い
わ
ば
「
体
制
外
宗
教
」
と
を
区
別
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
論
点
の
認
否
に
関
わ
る
。
こ
の
点
を
取

り
上
げ
る
の
は
、
近
代
憲
法
に
相
当
す
る
基
盤
的
社
会
規
範
が
宗
教
界
に
存
在
す
る
と
い
う
現
象
に
着
目
し
、
近
代
憲
法
体
制
と
キ
リ
ス

ト
教
文
明
と
の
間
に
あ
る
種
の
類
似
性
が
あ
る
と
す
る
指
摘（

11
（

に
接
し
た
こ
と
に
よ
る
（
む
ろ
ん
、
法
の
下
の
平
等
を
尊
重
す
る
憲
法
の
立
場
で

は
、
諸
宗
教
間
に
区
別
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
こ
う
し
た
疑
問
自
体
が
、
当
初
か
ら
平
等
（
公
平
、
均
等
（
に
反
す
る
と
し
て
一
顧
だ
に
さ
れ
な
い
こ
と

と
見
込
ま
れ
る
（。

右
の
意
味
で
の
「
体
制
内
宗
教
」
と
し
て
例
示
さ
れ
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教（

11
（

で
あ
る
。
橋
爪
教
授
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
主

張
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
主
流
派
と
な
っ
た
パ
リ
サ
イ
び
と
の
行
動
様
式（

11
（

と
の
対
比
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

“
イ
エ
ス
は
、
あ
る
意
味
パ
リ
サ
イ
派
の
考
え
方
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
犠
牲
の
儀
式
も
認
め
な
い
し
、
法
律
を
厳
格
に
守
る
こ
と
の
重
要
性
も
認

め
な
い
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
た
…
…
。
こ
れ
が
イ
エ
ス
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
で
…
…
キ
リ
ス
ト
教
の
性
格
を
決
定
づ
け
ま
し
た
。
法
律
を
守
る
と

い
う
の
は
、
人
間
の
行
為
で
す
。
…
…
法
律
を
…
…
心
な
ら
ず
も
守
れ
な
い
人
…
…
そ
う
い
う
人
た
ち
こ
そ
救
わ
れ
る
べ
き
だ
、
と
イ
エ
ス
は
言
っ

て
、
律
法
を
守
ら
な
い
彼
ら
に
手
を
差
し
伸
べ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
律
法
を
上
回
る
価
値
が
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
律
法
を
与
え
た

神
が
、
人
間
を
救
お
う
と
し
て
い
る
「
ほ
ん
と
う
の
気
持
ち
」（
愛
（
で
あ
る
。
そ
の
ほ
う
が
律
法
よ
り
、
は
る
か
に
大
事
で
は
な
い
か
、
と
…
…
。
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そ
れ
を
言
い
過
ぎ
た
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
指
導
者
た
ち
に
警
戒
さ
れ
…
…
イ
エ
ス
が
処
刑
さ
れ
る
と
、
弟
子
た
ち
も
、
散
り
散
り
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

…
…
た
。
…
…
な
ぜ
イ
エ
ス
は
…
…
磔
に
な
っ
…
…
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
人
び
と
が
出
て
き
た
。
そ
し
て
、
彼
は
実
は
神
の
子
で
あ
っ
た
…
…
と

い
う
説
が
出
て
き
ま
す
。
イ
エ
ス
は
、
人
間
で
あ
り
か
つ
神
で
あ
る
。
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
…
…
要
す
る
に
、
神
の
独
り
子
イ
エ
ス
が
、
人

間
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
、
そ
し
て
犠
牲
に
な
っ
て
、
人
間
の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
神
の
子
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
を
信
じ
れ
ば
神
に
救
わ
れ
る
、
こ
う
い
う
説
が
生
ま
れ
た
…
…
こ
う
な
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
な
く
て
、
新
し
い
別
な
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
だ
と

言
っ
て
よ
い
。
…
…
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
は
、
神
と
の
契
約
で
…
…
人
間
が
い
や
だ
と
思
っ
て
も
、
こ
の
律
法
を
守
っ
て
い
く
以
外
、
神
と
つ
き
合
う

道
は
な
い
…
…
。
も
し
イ
エ
ス
が
神
の
子
で
あ
れ
ば
、
契
約
を
結
ん
だ
相
手
方
（
神
（
…
…
が
い
い
と
言
っ
て
い
る
も
の
を
、
何
も
人
間
が
守
ら
な

く
て
も
い
い
、
と
い
う
理
屈
に
な
る
。
神
の
子
イ
エ
ス
に
は
、
契
約
を
破
棄
す
る
権
限
が
あ
っ
た
。
こ
う
考
え
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の

法
律
…
…
『
旧
約
聖
書
』（
ユ
ダ
ヤ
教
の
言
い
方
で
は
タ
ナ
ハ
（
は
…
…
も
う
無
効
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
十
字
架
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ

れ
ば
よ
い
。
こ
う
な
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
分
か
れ
…
…
た
。
…
…
キ
リ
ス
ト
教
に
は
独
自
の
法
律
が
あ
り
ま
せ
ん
。
廃
止
し
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。
…
…
。“（

11
（

こ
こ
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
教（

11
（

に
お
け
る
律
法
（「
憲
法
」
に
相
当
す
る
基
盤
的
社
会
規
範
、
旧
約
聖
書
（
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
破
棄
さ
れ
た（

11
（

こ

と
が
示
さ
れ
る
。
橋
爪
教
授
は
、
憲
法
と
い
う
基
盤
的
社
会
規
範
を
「
世
俗
化
し
た
神
と
の
契
約
」
と
位
置
付
け
て
い
た
。
神
と
の
間
で

交
わ
さ
れ
た
「
契
約
を
更
改
し
て
い
い
」
と
い
う
考
え
は
、
世
俗
社
会
に
お
い
て
憲
法
の
改
正
を
認
め
る
と
い
う
主
張
に
対
応
す
る
よ
う

に
み
え
る（

11
（

。
そ
れ
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
場
合
、
廃
止
さ
れ
た
旧
約
聖
書
に
代
わ
る
代
替
物
─
─
近
代
憲
法
体
制
に
お
け
る
憲
法

規
範
に
相
当
す
る
実
体
、
す
な
わ
ち
、「
憲
法
の
考
え
方
」
の
も
と
と
な
る
も
の
─
─
は
何
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
教
授
の
説
明
を
み
る

と
、
以
下
の
よ
う
に
、
そ
の
代
替
物
は
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
宗
教
法
と
い
っ
た
社
会
秩
序
で
は
な
く
、
世
俗
法
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
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“
…
…
パ
ウ
ロ
…
…
が
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
で
…
…
「
地
上
の
権
威
に
は
従
い
な
さ
い
」
…
…
、
法
律
は
守
り
な
さ
い
…
…
と
言
っ
た
…
…
。

キ
リ
ス
ト
教
は
当
時
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
広
が
っ
て
い
た
…
…
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
守
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
法
律
は
、
ロ
ー
マ
法
で
し
た
。
ロ
ー
マ
法
は

慣
習
法
だ
っ
た
り
、
皇
帝
が
発
布
し
た
り
し
て
い
る
…
…
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
従
う
法
律
は
、
世
俗
の
法
律
で
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い

人
び
と
が
制
定
し
た
法
律
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
…
…
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
そ
う
し
た
法
律
に
従
っ
て
異
教
徒
と
と
も
に
生
活
し
、
日
曜
日
だ

け
集
ま
っ
て
神
の
こ
と
を
考
え
る
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
最
初
の
や
り
方
で
…
…
世
俗
的
な
国
家
と
、
日
曜
日
に
集
ま
る
教
会
、
こ
れ
が
完
全

に
分
離
し
て
い
て
、
無
関
係
だ
っ
た
…
…
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
、
ロ
ー
マ
法
で
は
な
く
ユ
ダ
ヤ
法
に
従
っ
て
生
活
で
き
る
よ
う
、
自
治
権
を
要
求
…
…

し
ま
す
。
…
…
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
自
治
が
で
き
る
ほ
ど
強
く
な
く
て
、
弱
か
っ
た
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
原
体
験
な
の
で
す
。
そ
の
後
キ
リ
ス

ト
教
徒
は
だ
ん
だ
ん
強
く
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
法
を
制
定
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
に
、
宗
教
的
な
原
則
に
も
と
づ
い
て

社
会
を
組
織
す
る
と
い
う
こ
と
を
つ
い
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。“（
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こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
世
俗
の
法
律
制
度
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
近
代
憲

法
体
制
内
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
世
俗
法
が
宗
教
法
を
取
り
込
ん
で
い
る
」
例
と
し
て
捉
え
、
近
代

憲
法
体
制
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
枠
内
に
キ
リ
ス
ト
教
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

六　

他
方
で
、
近
代
憲
法
体
制
が
掲
げ
る
前
提
（
憲
法
（
基
盤
的
社
会
規
範
（
改
正
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
民
主
的
政
治
制
度
（
自
体
を
否
定

す
る
「
体
制
外
宗
教
」
の
例
と
さ
れ
る
の
が
イ
ス
ラ
ム
教（

1（
（

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
橋
爪
教
授
に
よ
る
説
明
を
参
照
し
て
お
こ
う
。

“
…
…
『
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
（』
と
い
う
聖
典
が
、
法
律
の
源
泉
、
法
源
に
な
り
…
…
宗
教
が
即
、
法
律
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
日
本
人
の
想

像
を
超
え
て
い
ま
す
。
…
…
日
本
で
は
宗
教
と
法
律
は
無
関
係
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
は
、
宗
教
・
即
・
法
律
で
…
…
法
律
は
宗
教
法

で
す
。
法
律
に
従
う
こ
と
は
宗
教
的
な
意
味
が
あ
り
、
宗
教
上
の
義
務
…
…
で
す
…
…
。『
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
（』
は
、
完
璧
な
か
た
ち
で
啓

示
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
ご
く
わ
ず
か
な
一
部
も
揺
る
が
せ
に
で
き
な
い
…
…
。
神
の
著
作
物
で
…
…
、
そ
の
啓
示
を
受
け
た
ム
ハ
ン
マ
ド
が
、
最
後

で
最
大
の
預
言
者
で
あ
り
、
神
の
使
徒
で
あ
る
…
…
の
で
、
今
後
、
預
言
者
が
出
て
く
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
…
…
こ
の
法
律
は
、
神
が
人
間
の
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た
め
に
こ
し
ら
え
た
完
璧
な
も
の
な
の
で
、
…
…
人
間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
…
…
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
え
か
ら
し
て
正
し
い
行
為
、
…
…
間

違
っ
た
行
為
、
と
…
…
一
義
的
に
決
ま
る
。
…
…
人
間
の
義
務
は
、
正
し
い
行
為
を
す
る
こ
と
、
間
違
っ
た
行
為
は
し
な
い
こ
と
…
…
こ
れ
が
宗
教

な
の
で
す
。
…
…
違
反
す
る
と
…
…
法
律
に
従
っ
て
処
罰
さ
れ
ま
す
。
神
様
が
出
て
き
て
裁
判
を
す
る
か
と
い
う
と
、
…
…
人
間
が
代
わ
っ
て
行
な

う
…
…
。
最
初
は
ム
ハ
ン
マ
ド
が
行
な
っ
て
い
…
…
た
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
法
律
に
詳
し
い
法
学
者
が
行
な
う
。
…
…
イ

ス
ラ
ム
社
会
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
に
詳
し
い
法
学
者
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
請
が
と
て
も
強
い
の
で
、
法
学
者
を
養
成
す
る
た

め
の
機
関
が
必
要
に
な
る
。
世
界
で
最
初
に
大
学
を
つ
く
っ
た
の
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
す
。
…
…
誤
審
は
避
け
難
い
。
間
違
っ
た
判
決
を
受
け
た
ら
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
（
は
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
る
…
…
神
ア
ラ
ー
は
人
類
の
た
め
を
思
っ
て
、
地
上
で
安
楽

に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
将
来
、
最
後
の
審
判
の
あ
と
、
天
国
で
安
楽
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
考
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
地
上
で
安
楽
に
暮
ら
せ

る
よ
う
に
、
法
律
を
決
め
て
く
れ
た
。
だ
か
ら
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
に
も
と
づ
く
イ
ス
ラ
ム
法
を
守
っ
て
、
平
和
に
暮
ら
し
な
さ
い
。
そ
の
ご
褒
美
と

し
て
、
天
国
に
入
れ
る
。
天
国
で
は
法
律
と
無
関
係
に
、
安
楽
に
暮
ら
せ
ま
す
。
も
し
間
違
っ
た
判
決
が
下
さ
れ
て
、
地
上
で
安
楽
に
暮
ら
せ
る
は

ず
が
、
不
幸
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
場
合
、
天
国
に
入
る
の
に
ボ
ー
ナ
ス
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
…
…
こ
れ
を
「
二
重
の
幸
福
論
」
と
い
い
ま
す
。

…
…
キ
リ
ス
ト
教
は
二
重
の
幸
福
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
地
上
…
…
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
宝
は
天
国
に
蓄
え
な
さ
い
、
と

イ
エ
ス
は
教
え
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
の
手
紙
を
読
む
と
、
い
つ
最
後
の
審
判
が
あ
る
か
…
…
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
結
婚
は
し
な
い
ほ
う
が
い
い
、
で
も
、

我
慢
で
き
な
い
人
は
し
た
ら
い
い
、
と
書
い
て
あ
る
。『
聖
書
』
に
こ
う
書
い
て
あ
る
の
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
は
結
婚
し
な
い
…
…
。
そ
れ

は
、
地
上
の
幸
福
論
を
と
ら
な
い
か
ら
な
の
で
す
。”（
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（

こ
の
点
は
、
内
藤
教
授
の
場
合
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

“
…
…
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
は
、
内
面
的
な
信
仰
の
要
素
と
、
信
徒
と
そ
の
社
会
に
求
め
ら
れ
る
行
為
規
範
の
体
系
か
ら
な
る
。
行
為
規
範
の

体
系
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
言
葉
で
言
え
ば
、
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
（
で
あ
る
。
ス
ン
ナ
派
に
お
い
て
は
、
神
か
ら
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
介
し
て
人

類
に
下
さ
れ
た
啓
示
を
集
め
た
コ
ー
ラ
ン
（
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
、
ア
ル
・
ク
ル
ア
ー
ン
（
を
最
高
の
法
源
と
し
、
預
言
者
の
生
前
の
行
動
や
習
慣

（
ス
ン
ナ
（、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
の
合
意
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
（
イ
ジ
ュ
マ
ー
（、
さ
ら
に
上
位
の
規
範
か
ら
論
理
的
に
類
推
で
き
る
も
の
（
キ
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ア
ー
ス
（
と
い
う
四
つ
を
基
本
の
法
源
と
す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
内
的
思
惟
と
し
て
の
信
仰
と
、
外
か
ら
み
て
も
わ
か
る
行
為
規
範
と
し
て
の

「
法
」
と
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
行
動
規
範
と
し
て
の
法
は
、
信
徒
の
み
な
ら
ず
、
ム
ス
リ
ム
社
会
を
拘
束
す
る
。
つ
ま
り
、

ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
社
会
は
、
原
理
的
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
法
、
す
な
わ
ち
「
神
の
法
」
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
。”（
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そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
法
は
実
社
会
で
ど
の
よ
う
な
姿
を
示
し
て
い
る
か
。
橋
爪
教
授
は
イ
ス
ラ
ム
社
会
の
構
造
的
特
質
に

つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
ら
れ
る
。

“
法
律
を
共
有
す
る
ム
ス
リ
ム
の
共
同
体
…
…
ウ
ン
マ
…
…
イ
ス
ラ
ム
法
共
同
体
を
つ
く
る
こ
と
で
、
地
上
の
平
和
を
実
現
し
ま
す
。
ウ
ン
マ
は
シ
ャ

リ
ー
ア
（
神
の
法
、
イ
ス
ラ
ム
法
（
を
共
有
し
て
、
同
じ
信
仰
、
同
じ
礼
拝
、
同
じ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
（
所
得
の
一
部
を
恵
ま
れ
な
い
人
び
と
の
た
め
に

提
供
す
る
と
い
う
喜
捨
（
を
し
ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
社
会
は
世
俗
社
会
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
宗
教
共
同
体
で
…
…
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う

な
、
教
会
と
い
う
考
え
方
が
な
い
…
…
。
聖
職
者
…
…
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
法
学
者
は
、
世
俗
の
職
業
な
の
で
す
。
…
…
イ
ス
ラ
ム
教
の
理
想
に
よ

る
と
、
カ
リ
フ
と
い
う
政
治
的
指
導
者
が
、
世
界
に
た
だ
一
人
い
る
の
が
正
し
い
姿
で
す
。
カ
リ
フ
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
死
ん
だ
後
、
順
番
に
四
人

ほ
ど
選
ば
れ
た
の
で
す
が
、
暗
殺
な
ど
の
政
治
的
抗
争
が
絶
え
ず
、
そ
の
後
は
あ
る
系
統
で
世
襲
さ
れ
…
…
ま
す
。
こ
れ
が
ウ
マ
イ
ヤ
朝
で
…
…
最

後
の
カ
リ
フ
が
死
亡
し
た
あ
と
、
そ
の
王
朝
は
途
絶
え
…
…
い
ま
カ
リ
フ
は
い
ま
せ
ん
。
カ
リ
フ
は
イ
マ
ー
ム
と
も
い
い
ま
す
…
…
カ
リ
フ
の
代
理

人
を
ス
ル
タ
ン
と
言
い
…
…
あ
ち
こ
ち
の
イ
ス
ラ
ム
王
国
は
、
ス
ル
タ
ン
が
支
配
し
て
い
ま
し
た
。
ス
ル
タ
ン
の
…
…
代
理
人
を
ア
ミ
ー
ル
と
言
い

…
…
ア
ミ
ー
ル
の
支
配
す
る
王
国
も
あ
る
。
ウ
ン
マ
は
地
上
に
ひ
と
つ
の
は
ず
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
世
俗
的
な
王
様
が
出
て
き
ま
す
。
…
…
イ
ス

ラ
ム
の
原
則
は
、
政
治
的
な
支
配
者
、
権
力
者
は
、
必
ず
法
学
者
を
顧
問
に
迎
え
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
学
者
と
相
談
し
な
が
ら
統
治
を
行
な
う
。
こ
れ

が
専
制
君
主
制
と
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
法
学
者
の
権
限
や
地
位
が
と
て
も
高
い
。”（
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こ
の
よ
う
な
特
質
を
有
す
る
イ
ス
ラ
ム
社
会
で
も
、
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
化
、
西
欧
化
の
動
き（

11
（

が
み
ら
れ
、
憲
法
を
制
定
す
る
国（

11
（

も

現
れ
て
い
る
。
ふ
た
た
び
、
橋
爪
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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“
…
…
イ
ス
ラ
ム
法
が
あ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
を
取
り
入
れ
る
の
が
非
常
に
困
難
で
す
。
…
…
日
本
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
接
触
し
た
と

た
ん
、
い
ま
ま
で
の
政
治
制
度
…
…
経
済
制
度
…
…
法
律
制
度
を
全
部
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
た
っ
た
五
年
か
十
年
の
あ
い
だ
に
、
全
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

式
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
…
…
こ
う
い
う
変
わ
り
身
の
速
さ
が
、
日
本
民
族
の
特
徴
で
す
。
…
…
日
常
生
活
の
ル
ー
ル
が
、
宗
教
的
意
味
を
持
っ

て
い
な
い
か
ら
…
…
簡
単
に
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
ム
ス
リ
ム
の
場
合
、
日
常
生
活
の
一
挙
一
動
に
宗
教
的
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
…
…
、

そ
れ
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
…
…
イ
ス
ラ
ム
法
を
重
視
す
る
の
で
、
憲
法
と

か
議
会
と
か
い
う
考
え
が
、
な
か
な
か
馴
染
ま
な
い
。
憲
法
と
は
、
人
間
が
最
高
の
法
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
法
と
の
関
係

が
問
題
と
な
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
よ
り
上
位
の
法
を
人
間
が
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
反
対
す
る
人
が
出
て
き
ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
法
が
あ
る

の
に
、
な
ん
で
憲
法
が
必
要
な
の
か
。
…
…
そ
れ
に
「
二
重
の
幸
福
」
論
の
関
係
で
、
世
俗
内
禁
欲
・
勤
労
の
エ
ー
ト
ス
（
行
動
様
式
（
の
確
立
が

困
難
で
す
。
自
分
は
最
大
限
の
努
力
を
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
神
様
の
気
ま
ぐ
れ
で
、
約
束
が
実
行
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
私
の
せ
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
、
と
い
う
考
え
方
で
は
、
契
約
絶
対
の
原
則
と
反
し
ま
す
。
近
代
社
会
な
ら
ば
…
…
契
約
自
由
の
原
則
と
契
約
絶
対
の
原
則
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
契
約
絶
対
の
原
則
が
、
神
の
法
の
前
で
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
…
…
近
代
的
で
合
理
的
な
社
会
を
つ
く
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。
…
…

無
理
や
り
近
代
化
す
る
国
…
…
た
と
え
ば
ト
ル
コ
で
は
、
初
代
大
統
領
の
ケ
マ
ル
・
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
が
…
…
一
所
懸
命
西
洋
化
を
進
め
ま
し
た
。

…
…
イ
ラ
ン
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
支
持
の
も
と
、
パ
ー
レ
ビ
国
王
が
近
代
化
を
進
め
よ
う
と
…
…
す
る
と
保
守
派
が
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
革
命
を

起
こ
す
…
…
。
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
原
則
に
の
っ
と
っ
た
革
命
…
…
こ
れ
が
「
イ
ス
ラ
ム
復
興
」
な
の
で
す
が
、
革
命
後
の
イ
ラ
ン
で
は
、
保
守
派
と

改
革
派
が
い
つ
も
揉
め
て
い
る
。
…
…
改
革
派
と
い
っ
て
も
、
敬
虔
な
ム
ス
リ
ム
で
、
時
間
を
守
っ
て
毎
日
熱
心
に
礼
拝
し
て
い
る
。
…
…
改
革
派

は
、
ど
う
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
か
。
日
本
で
昔
、
天
皇
親
政
説
と
天
皇
機
関
説
と
が
…
…
論
争
し
ま
し
た
。
…
…
天
皇
の
権
威
と
、
憲
法
の
権

威
の
ど
ち
ら
が
上
か
…
…
天
皇
機
関
説
は
憲
法
の
権
威
が
上
で
、
日
本
は
立
憲
君
主
制
の
合
法
的
な
国
家
で
あ
り
、
憲
法
の
も
と
で
は
天
皇
も
ま
た

一
機
関
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
で
す
。
天
皇
親
政
説
は
…
…
天
皇
は
超
法
規
的
、
超
憲
法
的
な
存
在
な
の
だ
か
ら
、
憲
法
の
規
定
を
超
え
て
、

親
政
す
る
の
が
正
し
い
姿
で
あ
る
、
日
本
陸
軍
、
海
軍
は
天
皇
に
直
属
し
て
い
る
の
だ
か
ら
…
…
超
法
規
的
に
行
動
し
う
る
。
こ
う
い
う
考
え
で
す
。

…
…
実
際
の
論
争
で
は
…
…
機
関
説
が
敗
れ
…
…
た
。
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
と
憲
法
と
、
ど
ち
ら
が
上
位
の
法
概
念
な
の
か
と
い
う

こ
と
が
、
当
然
論
争
に
な
る
。
か
つ
て
の
天
皇
機
関
説
論
争
と
、
そ
っ
く
り
…
…
で
す
…
…
。
こ
れ
が
イ
ラ
ン
で
起
こ
っ
て
い
る
論
争
で
、
そ
れ
ぞ

れ
が
保
守
派
、
改
革
派
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
…
…
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
は
こ
う
い
う
法
律
が
あ
っ
て
…
…
そ
れ
だ
け
行
動
が
制
限
さ
れ
る
か
ら
、

自
由
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
…
…
が
ム
ス
リ
ム
の
人
た
ち
は
、
神
の
法
は
、
神
が
私
た
ち
を
守
る
た
め
に
特
別
に
授
け
て
く
れ
た
法
だ
か
ら
、
私
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た
ち
は
そ
れ
に
喜
ん
で
従
っ
て
い
る
…
…
習
慣
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
自
由
を
感
じ
こ
そ
す
れ
、
ま
っ
た
く
不
自
由
で
は
な
い
、
こ
う
考
え

て
い
る
…
…
。”（
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以
上
の
説
明
が
示
す
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
明
ら
か
に
、
近
代
憲
法
体
制
が
認
め
る
憲
法
（
基
盤
的
社
会
規
範
（
の
枠
外
に
位
置
す

る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
憲
法
体
制
自
体
を
否
定
す
る
宗
教
法
を
世
俗
界
の
憲
法
が
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
是
非
と
い

う
根
本
的
な
疑
問
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

七　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
世
俗
界
の
法
が
宗
教
界
の
法
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
の
是
非
と
い
う
第
二
の

論
点
に
つ
い
て
も
、
国
際
私
法
分
野
お
よ
び
憲
法
分
野
を
通
じ
て
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
性
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
一
方
に
は
、
宗
教
法
の
み
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
宗
教
界
と
世
俗
法
の
み
に
よ
る
規
律
を
考
慮
す
る
世
俗
界
（
国
家
（
と
の
概
念
的

か
つ
制
度
的
な
分
離
を
認
め
た
う
え
で
、
内
心
に
お
い
て
は
宗
教
法
を
尊
重
し
な
が
ら
、
行
為
に
つ
い
て
は
世
俗
社
会
の
立
法
を
尊
重
す

る
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
「
体
制
内
宗
教
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
他
方
に
は
、
宗
教
界
と
世
俗
界
と
の
概
念
的
か
つ
制
度
的
な
分
離

を
認
め
ず
、
宗
教
上
の
戒
律
を
そ
の
ま
ま
（
あ
る
い
は
も
っ
ぱ
ら
（
世
俗
の
法
源
と
し
て
承
認
し
、
世
俗
界
で
新
た
に
憲
法
が
定
め
ら
れ
る（
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（

場
合
で
あ
っ
て
も
、
イ
ス
ラ
ム
の
諸
原
理
を
憲
法
に
導
入
す
る
点
に
お
い
て
、
近
代
憲
法
の
観
念
や
内
容
と
は
相
当
に
齟
齬
が
み
ら
れ
る

イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
「
体
制
外
宗
教
」
が
あ
る
。
小
稿
で
検
討
し
た
の
は
、「
体
制
内
宗
教
」
と
「
体
制
外
宗
教
」
を
憲
法
上
同
列
に

取
り
扱
う
こ
と
の
可
否
と
い
う
原
理
的
な
論
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
適
用
す
る
外
国
宗
教
法
の
範
囲

を
「
体
制
内
宗
教
」
に
限
定
し
、「
体
制
外
宗
教
」
を
除
く
と
い
う
解
釈
も
あ
り
得
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
世
俗
界
の
憲
法
は
、
そ
も
そ

も
、
世
俗
界
と
宗
教
界
と
の
制
度
的
分
離
を
基
本
的
に
認
め
な
い
よ
う
な
宗
教
も
当
該
宗
教
界
に
固
有
の
事
象
も
、
み
ず
か
ら
の
規
律
対
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象
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
世
俗
の
裁
判
所
で
当
該
宗
教
法
を
適
用
す
る
余
地
は
な
い
と
み
る
理
解
（
制
限
説
（
へ
と
通
じ
よ
う
。

制
限
説
の
採
否
に
関
す
る
判
断
は
も
と
よ
り
ひ
と
つ
の
政
策
判
断
事
項
で
あ
る（

11
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。
そ
れ
ゆ
え
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
方
に
は
、
世
俗

の
裁
判
所
で
も
宗
教
法
を
適
用
し
得
る
と
す
る
見
解
（
無
制
限
説
（
も
存
在
し
得
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
制
限
説
が
憲
法
分
野
で
受
け
入

れ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
前
述
（
三
の
末
尾
（
の
よ
う
に
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
（
改
正
前
の
法
例
に
法
の
人
的
牴

触
に
関
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
そ
れ
と
は
異
な
る
説
明
が
可
能
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
明

文
規
定
の
不
存
在
を
立
法
規
定
の
欠
缺

0

0

と
み
る
理
解
に
代
え
て
、
特
別
の
規
定
を
設
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
す
る
構
成
で
あ
る
。
そ
の

場
合
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
「
体
制
外
宗
教
」
に
属
す
る
外
国
宗
教
法
に
は
、
憲
法
上
、
適
用
可
能
性
が
最
初
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
た

め
、「
本
国
法
」
の
名
に
お
い
て
人
的
不
統
一
法
国
法
が
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
る
余
地
が
な
い
。
い
ず
れ
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
主
張
が
、
近
代
憲
法
体
制
の
枠
内
で
、
ど
の
よ
う
な
法
的
論
理
の
も
と
に
可
能
な
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
外
国
宗
教
法
の
適
用
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
解
の
当
否
に
対
す
る
憲
法
的
評
価
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で

あ
る
。

五 

結
び
に
代
え
て

一　

小
稿
で
は
、
断
片
的
な
資
料
に
基
づ
い
て
ひ
と
つ
の
試
論
が
提
示
さ
れ
た
。
は
じ
め
に
、
不
統
一
法
国
法
が
準
拠
法
と
し
て
指
定

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
人
際
法
規
定
の
適
用
過
程
に
関
す
る
国
際
私
法
分
野
の
理
解
が
、
立
法
の
変
遷
と
と
も
に
、
確
認
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
法
律
構
成
上
の
違
い
を
残
し
て
は
い
る
も
の
の
、
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
人
的
不
統
一
法
国
法
上
の
人
際
法
規
定
の
適
用
が
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概
ね
認
め
ら
れ
、
公
序
条
項
に
よ
り
当
該
国
実
質
法
規
定
の
適
用
が
結
果
的
に
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
前
提
を
成
す

外
国
宗
教
法
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
は
異
議
な
く
肯
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
述（
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の
よ
う
に
、
憲
法
が

外
国
法
に
対
し
て
一
般
的
法
源
性
を
付
与
す
る
と
考
え
る
場
合
、
国
際
私
法
分
野
の
従
前
の
理
解
の
当
否
と
そ
れ
に
対
応
し
た
新
た
な
法

律
構
成
の
可
能
性
に
つ
い
て
憲
法
の
視
点
か
ら
改
め
て
検
討
す
る
契
機
が
生
じ
得
る
。

二　

そ
れ
な
ら
ば
、
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
不
統
一
法
国
法
の
人
際
法
規
定
お
よ
び
宗
教
法
規
定
の
適
用
過
程
は
わ
が
国
の
憲
法

上
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
思
い
付
き
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
小
稿
の
検
討
対
象
は
想
定
可

能
な
若
干
の
観
点
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
人
種
・
民
族
や
身
分
の
相
違
に
応
じ
て
適
用
法
規
を
区
別
す
る
外
国
人
際
法
規
定
の
適
用
そ
れ
自
体
が
、
ま
た
、
そ
う
し
た

区
別
を
含
む
外
国
宗
教
法
の
適
用
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
所
定
の
「
法
の
下
の
平
等
」
に
触
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
が
検
討
さ
れ
た
。
む
ろ
ん
、
国
際
私
法
分
野
で
は
、
異
教
徒
間
の
婚
姻
を
禁
じ
た
エ
ジ
プ
ト
法
の
適
用
が
公
序
条
項
に
よ
り
排
除
さ

れ
た
先
例（

1（
（

を
含
め
、
外
国
宗
教
法
（
実
質
法
（
の
適
用
結
果
が
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
四
二
条
に
い
う
「
公
の
秩
序
又
は
善
良
の

風
俗
」
に
反
す
る
と
し
て
、
当
該
規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
得
る
と
い
う
主
張
は
、
確
か
に
、
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
疑
問
の
真
意
は
、

「
外
国
人
際
法
規
定
が
わ
が
国
で
も
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
司
法
行
為
そ
れ
自
体
が
憲
法
上
も
是
認
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
、
こ
れ
が
肯
定

さ
れ
る
場
合
、
憲
法
上
こ
の
点
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
か
、
こ
れ
ら
を
問
い
直
す
こ
と
に
あ
る
。

第
二
に
、
憲
法
第
二
〇
条
に
い
う
「
宗
教
的
活
動
」
に
外
国
宗
教
法
の
適
用
が
含
ま
れ
る
か
否
か
、
外
国
宗
教
法
の
適
用
は
「
政
教
分

離
」
に
触
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
管
見
で
は
あ
る
が
、
参
照
さ
れ
た
憲
法
分
野
の
体
系
書
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い

て
明
確
な
指
針
は
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
国
家
と
い
う
世
俗
界
と
聖
典
を
中
心
と
す
る
宗
教
界
と
の
法
制
上
の
分
離
を
認
め



五
二
三

憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

る
か
否
か
と
い
う
前
提
的
論
点
を
め
ぐ
っ
て
肯
定
説
（
キ
リ
ス
ト
教
社
会
他
（
と
否
定
説
（
イ
ス
ラ
ム
教
社
会
他
（
と
が
対
立
し
て
い
る
現
状

を
も
併
せ
考
慮
す
る
場
合
、
肯
定
説
と
否
定
説
の
双
方
を
含
む
よ
う
な
包
括
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
関
係
者
間
の
協
力
に
よ
り
協
働
し
て
探
求

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
の
法
は
、
い
ず
れ
か
特
定
の
国
家
法
で
も
宗
教
法
で
も
な
く
、
諸
国
家
の
世
俗
法
や
各
宗
派
の
宗

教
法
を
超
越
し
た
「
よ
り
上
位
の
第
三
の
法
源
」
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、「
国
家
法
の
も
と
で
宗
教
法
を
適

用
す
る
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
当
然
視
さ
れ
て
い
た
説
明
方
法
に
一
定
の
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
通
じ
得
る
。

第
三
に
、
同
条
に
い
う
「
宗
教
」
が
、（
日
本
国
憲
法
も
属
す
る
（
近
代
憲
法
体
制
の
枠
内
に
あ
る
、「
体
制
内
宗
教
」
に
限
ら
れ
る
か
否

か
と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
法
哲
学
者
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（Gustav Radbruch

（
の
言
葉（

11
（

に
な
ぞ
ら

え
て
い
え
ば
、
神
と
の
約
束
を
文
章
化
し
た
聖
典
を
墨
守
し
、
人
間
が
そ
れ
を
変
更
す
る
余
地
を
認
め
な
い
と
い
う
意
味
で
、
近
代
憲
法

体
制
そ
れ
自
体
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
よ
う
な
宗
教
に
対
し
て
も
、「
信
教
の
自
由
」
の
名
の
も
と
に
、
寛
容
な
態
度
を
採
り
続
け
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
近
代
憲
法
体
制
の
維
持
が
難
し
く
な
る
事
態
が
懸
念
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
鵠
を

射
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
分
野
と
の
真
摯
な
対
話
を
通
じ
て
、
国
際
私
法
分
野
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
体
系
的
理
解
の
あ
り
方
が

改
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

三　

右
に
指
摘
し
た
三
点
に
対
す
る
解
答
の
探
求
は
何
よ
り
も
ま
ず
憲
法
分
野
の
討
議
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
公
法

学
会
の
歴
史
を
顧
み
る
と
、
す
で
に
三
〇
年
ほ
ど
前
に
、「
憲
法
と
宗
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た（

11
（

が
、
そ
こ
で
の
研
究
対

象
は
、
概
し
て
、
伝
統
的
な
憲
法
解
釈
学
の
枠
内
の
主
題
（
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
等
（
に
限
ら
れ
て
い
た
。「
憲
法
か
ら
み
た
宗
教
」

に
代
え
て
「
宗
教
か
ら
み
た
憲
法
」
と
い
う
視
点
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
池
田
教
授
の
場
合
で
も
、
小
稿
の
主
題
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な

く
、
そ
の
後
も
憲
法
分
野
で
小
稿
の
主
題
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る（

11
（

。
そ
れ
は
、
憲
法
分
野
に
お
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い
て
、
概
し
て
、
憲
法
が
外
国
法
に
対
し
て
一
般
的
法
源
性
を
付
与
す
る
と
い
う
観
点
自
体
が
お
よ
そ
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
法
制
度
は
、
政
治
制
度
や
経
済
制
度
と
並
ん
で
、
諸
国
の
社
会
制
度
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
。
こ

う
し
た
歴
史
的
現
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
専
門
分
野
の
如
何
を
問
わ
ず
、
法
形
成
の
場
面
（
立
法
論
（
で
も
法
適
用
の
現
場
（
実
定
法
解
釈
論
（

で
も
、
法
に
内
在
す
る
論
理
以
上
に
、
社
会
環
境
に
関
わ
る
外
部
的
諸
要
素
を
優
先
的
に
考
慮
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
そ
の
重
要
性
が
明

ら
か
に
な
ろ
う
。
小
稿
の
主
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
一
国
の
法
制
度
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
取
り
込
む
と
い
う
「
法
制
度
中
心
主
義

（「
世
俗
法
が
す
べ
て
の
宗
教
法
を
取
り
込
む
」
と
み
る
立
場
（
か
ら
一
度
は
離
れ
、
国
家
と
い
う
枠
を
超
越
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
制
度
の
中

に
法
を
位
置
付
け
る
と
い
う
「
逆
転
し
た
発
想
（「
世
俗
法
が
す
べ
て
の
宗
教
法
を
取
り
込
む
こ
と
の
可
否
」
を
問
う
批
判
的
視
点
（」
に
立
つ
こ

と
も
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
然
地
理
的
お
よ
び
経
済
社
会
的
な
環
境
に
制
約
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
長
き
に
亘
っ
て
集
い
、
歴
史
を
作
り
上
げ
て
き
た
多
く
の
人
々
の
社
会
行
動
文
法
の
多
様
性
に
着
目
す
る
こ
の
よ
う
な
文
化
論
的
ア
プ

ロ
ー
チ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
わ
が
国
の
場
合
、
き
わ
め
て
断
片
的
に
し
か
論
及
さ
れ
て
い
な
い（

11
（

。
小
稿
で
取
り
上
げ

た
諸
点
は
、「
宗
教
と
法
と
の
関
係
如
何
」（

11
（

と
い
う
巨
大
な
問
題
複
合
体
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
容
易
に
結
論
に
至
り
得
な
い
こ
と

は
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
史
の
空
白
を
少
し
で
も
埋
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
憲
法
学
を
含
め
、
現

代
世
界
の
法
律
学
が
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
一
致
し
て
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う（

11
（

。
小
稿
が
今

後
の
課
題
解
決
に
向
け
た
ひ
と
つ
の
捨
て
石
と
な
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

＊
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
尾
高
邦
雄
訳
（『
職
業
と
し
て
の
学
問
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
（
二
一
頁
以
下
。

（
（
（
畑
尻
剛
教
授
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
本
号
末
尾
六
五
七
頁
以
下
掲
載
の
著
作
目
録
参
照
。

（
（
（
山
内
「
国
際
私
法
に
お
け
る
両
性
平
等
に
つ
い
て
─
─
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
展
開
─
─
」
法
学
新
報
九
六
巻
十
一
・
十
二
号
（
橋
本
公
亘
先
生

古
稀
記
念
号
（
六
七
七
頁
以
下
（
山
内
『
国
際
公
序
法
の
研
究
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
一
年
（
一
八
一
頁
以
下
所
収
（、
同
「
国
際
私
法

と
憲
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
─
─
公
序
条
項
の
法
律
要
件
解
釈
を
め
ぐ
る
素
描
的
検
討
─
─
」（
法
学
新
報
一
二
〇
巻
一
・
二
号
（
長
尾

一
紘
先
生
古
稀
記
念
号
（
七
一
五
頁
以
下
（
山
内
『
国
際
私
法
の
深
化
と
発
展
』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
（
一
八
七
頁
以
下
所
収
（。

（
（
（
東
京
地
裁
平
成
二
年
一
二
月
七
日
判
決
（
判
例
時
報
一
四
二
四
号
八
四
頁
①
事
件
（。
そ
の
評
論
・
解
説
と
し
て
、
河
野
俊
行
「
法
例
二
一
条

の
適
用
に
つ
き
、
親
と
子
が
と
も
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
籍
を
有
す
る
場
合
、
宗
教
に
よ
り
適
用
法
令
を
異
に
す
る
た
め
、
本
国
法
が
同
一
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
三
年
〈
下
〉
一
六
五
頁
、
信
濃
孝
一
「
離
婚
に
伴
う
親
権
者
指
定
の
準
拠
法
に

つ
き
、
同
一
国
籍
の
親
と
子
が
宗
教
に
よ
っ
て
適
用
法
例
を
異
に
す
る
場
合
の
本
国
法
の
同
一
性
（
消
極
（」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二
一
号
一
六
四

頁
、
岡
本
善
八
「
人
的
不
統
一
法
国
に
属
す
る
者
の
本
国
法
」（
池
原
季
雄
・
早
田
芳
郎
編
『
渉
外
判
例
百
選
［
第
三
版
］』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
三
三
号
、
一
九
九
五
年
（
一
六
頁
以
下
（
（
事
件
（、
伊
藤
弘
子
「
人
的
不
統
一
法
国
」（
櫻
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人
編
『
国
際
私
法
判
例
百
選
』

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
二
号
、
二
〇
〇
四
年
（
一
八
頁
以
下
（
（
事
件
（、
伊
藤
弘
子
「
人
的
不
統
一
法
国
」（
櫻
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人
編
『
国

際
私
法
判
例
百
選
［
新
法
対
応
補
正
版
］』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
五
号
、
二
〇
〇
七
年
（
一
八
頁
以
下
（
（
事
件
（、
織
田
有
基
子
「
人
的
不

統
一
法
国
」（
櫻
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人
編
『
国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
（
版
］』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
（
一
八
頁
以
下

（
（
事
件
（（。

（
（
（
法
例
第
一
六
条
本
文
（「
第
十
四
条
ノ
規
定
ハ
離
婚
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」（
に
続
く
但
書
で
は
、「
但
夫
婦
ノ
一
方
ガ
日
本
ニ
常
居
所
ヲ
有
ス
ル
日

本
人
ナ
ル
ト
キ
ハ
離
婚
ハ
日
本
ノ
法
律
ニ
依
ル
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
内
容
は
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
二
七
条
本
文
（「
第
二

十
五
条
の
規
定
は
、
離
婚
に
つ
い
て
準
用
す
る
。」（
に
続
く
但
書
（「
た
だ
し
、
夫
婦
の
一
方
が
日
本
に
常
居
所
を
有
す
る
日
本
人
で
あ
る
と
き

は
、
離
婚
は
、
日
本
法
に
よ
る
。」（
の
そ
れ
に
対
応
す
る
。
法
例
の
規
定
内
容
と
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
の
そ
れ
と
の
同
一
性
は
、
次
の
引

用
部
分
で
参
照
さ
れ
た
法
例
第
二
一
条
（「
親
子
間
ノ
法
律
関
係
ハ
子
ノ
本
国
法
ガ
父
又
ハ
母
ノ
本
国
法
若
シ
父
母
ノ
一
方
ア
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
他

ノ
一
方
ノ
本
国
法
ト
同
一
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
子
ノ
本
国
法
ニ
依
リ
其
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
子
ノ
常
居
所
地
法
ニ
依
ル
」（
お
よ
び
法
の
適
用
に

関
す
る
通
則
法
第
三
二
条
（「
親
子
間
の
法
律
関
係
は
、
子
の
本
国
法
が
父
又
は
母
の
本
国
法
（
父
母
の
一
方
が
死
亡
し
、
又
は
知
れ
な
い
場
合
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に
あ
っ
て
は
、
他
の
一
方
の
本
国
法
（
と
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
子
の
本
国
法
に
よ
り
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
子
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
。」（
に

つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

（
（
（
判
例
時
報
一
四
二
四
号
（
前
注（
（
（（
八
五
頁
。

（
（
（
奥
田
教
授
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。“
人
的
不
統
一
法
国
と
は
、
一
国
の
中
で
宗
教
や
種
族
な
ど
に
よ
り
法
律
を
異
に

す
る
国
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
で
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
パ
ー
シ
ー
教
徒
な
ど
、
宗
教
に
よ

り
適
用
さ
れ
る
家
族
法
が
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
各
宗
教
に
固
有
の
法
は
、
成
文
法
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
判
例
法
し
か
な
い
こ
と

も
あ
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
「
特
別
婚
姻
法
」
も
存
在
す
る
。
ま
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
も
、
宗
教
に
か
か
わ
ら
ず

適
用
さ
れ
る
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法
」
が
あ
る
が
、
そ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法
中
に
、
少
数
民
族
間
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
慣
習
法
に
よ
る
婚
姻

を
認
め
る
規
定
が
存
在
し
（
三
三
条
（、
と
く
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
つ
い
て
は
、「
イ
ス
ラ
ム
身
分
法
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。”（
奥
田
安
弘
『
国

際
家
族
法
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
五
年
（
四
八
七
頁
以
下
（

（
（
（
鳥
居
教
授
に
よ
れ
ば
、「
人
際
法
」
は
「
一
国
内
で
、
宗
教
、
人
種
、
ま
た
は
民
族
ご
と
に
異
な
る
法
律
に
よ
る
規
律
が
行
わ
れ
る
人
的
不
統

一
法
国
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
並
存
す
る
法
律
の
間
の
抵
触
を
解
決
す
る
法
律
…
…
一
方
的
抵
触
規
定
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
鳥
居
淳
子
「
人

際
法
」（
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典 
第
❷
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
（
四
九
六
頁
（。
そ
こ
で
は
、「
人
際
法
の
う
ち
、
複
数
の
宗
教

法
間
の
抵
触
を
解
決
す
る
（
宗
（
教
際
法
は
特
に
重
要
で
あ
る
」
旨
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
人
際
法
に
つ
い
て
は
、
澤
木
教
授
の
先
駆
的
研
究

（
澤
木
敬
郎
「
国
際
私
法
に
お
け
る
人
際
法
上
の
若
干
の
問
題
」
立
教
法
学
一
四
号
四
三
頁
（
の
ほ
か
、
伊
藤
弘
子
教
授
（「
国
際
私
法
に
お
け
る

人
際
法
の
研
究
─
─
と
く
に
イ
ン
ド
の
場
合
⑴
〜
⑶
─
─
」
愛
知
学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
四
一
巻
三
号
一
頁
、
同
四
号
一
頁
お
よ
び
同
四
二
巻

一=

二
号
一
頁
他
（、
大
村
芳
昭
教
授
（『
国
際
家
族
法
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
（（
他
の
諸
研
究
等
が
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
（
（
人
際
法
に
つ
い
て
は
、
欧
文
の
国
際
私
法
体
系
書
に
お
け
る
概
括
的
な
記
述
に
加
え
、V

incent Schröder, D
ie V

erw
eisung auf 

M
ehrrechtsstaaten im

 deutschen Internationalen Privatrecht – unter besonderer Berücksichtigung der V
erw

eisung auf 
die V

ereinigten Staaten von A
m

erika - , T
übingen （00（, SS.（（

─（（
（„ b

（ Interpersonales K
ollisionsrecht“

（
他
参
照
。

（
（
（
判
旨
で
は
、「
三
人
の
子
供
の
宗
教
は
同
一
で
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
表
現
か
ら
は
、
裁
判
所
が
、
三
人
の
子
が
そ
れ
ぞ
れ
に
信
仰

す
る
い
ず
れ
か
の
宗
教
、
そ
れ
ぞ
れ
が
属
す
る
宗
派
等
が
実
在
す
る
こ
と
を
認
定
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
相
違
が
確
認
さ
れ
た
旨
が
読
み
取
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
河
野
教
授
の
評
論
で
は
「
宗
教
を
も
た
な
い
子
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
子
ら
の
宗
教
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
判
断



五
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憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

さ
れ
た
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（
河
野
・
前
掲
評
論
（
前
注（
（
（（
一
六
六
頁
（。

（
（0
（
河
野
・
前
掲
評
論
（
前
注（
（
（（
一
六
八
頁
、
伊
藤
・
前
掲
解
説
（
前
注（
（
（（
一
九
頁
、
織
田
・
前
掲
解
説
（
前
注（
（
（（
一
九
頁
。

（
（（
（
山
内
「
国
際
私
法
と
憲
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
─
─
公
序
条
項
の
法
律
要
件
解
釈
を
め
ぐ
る
素
描
的
検
討
─
─
」（
前
注（
（
（（
七
一

五
頁
以
下
、
同
「
国
家
法
体
系
に
お
け
る
外
国
法
の
位
置
付
け
─
─
憲
法
と
国
際
私
法
と
の
接
点
を
求
め
て
─
─
」
比
較
法
雑
誌
五
二
巻
四
号
一

頁
以
下
、
同
「
国
家
法
体
系
に
お
け
る
外
国
法
の
概
念
に
つ
い
て
─
─
憲
法
と
国
際
私
法
と
の
役
割
分
担
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」
比
較
法
雑
誌
五
三

巻
三
号
一
頁
以
下
、「
国
家
法
体
系
に
お
け
る
外
国
法
の
解
釈
に
つ
い
て
─
─
憲
法
と
国
際
私
法
と
の
対
話
の
た
め
に
─
─
」
法
学
新
報
一
二
七

巻
五
・
六
号
（
新
井
誠
先
生
退
職
記
念
号
（
七
一
三
頁
以
下
参
照
。

（
（（
（
こ
の
点
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
解
説
と
し
て
、
佐
野
寛
「
第
四
〇
条
（
人
的
に
法
を
異
に
す
る
国
又
は
地
の
法
（」（
櫻
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人

編
『
注
釈
国
際
私
法 
第
（
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
（
二
九
四
頁
以
下
が
あ
る
。

（
（（
（
大
村
・
前
掲
書
（
前
注（
（
（（
一
二
五
頁
、
一
七
六
頁
以
下
。
な
お
、
研
究
の
時
期
や
参
照
文
献
の
相
違
に
よ
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
河
野
教

授
の
研
究
で
は
、「
伝
統
的
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
私
法
の
領
域
に
関
す
る
限
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
者
、
ア
ジ
ア
系
の
者
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
土

着
の
系
統
に
属
す
る
者
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
法
規
を
適
用
し
て
き
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
河
野
・
前

掲
評
論
（
前
注（
（
（（
一
六
七
頁
（。

（
（（
（
大
村
・
前
掲
書（
前
注（
（
（（
一
三
〇
頁
お
よ
び
一
八
〇
頁
。
ス
リ
ラ
ン
カ
に
つ
い
て
は
、
杉
本
良
男
「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
シ
ン
ハ
ラ
仏
教
法
と

国
家
」（
湯
浅
道
男
・
小
池
正
行
・
大
塚
滋
編
『
法
人
類
学
の
地
平
』（
成
文
堂
、
一
九
九
二
年
（
一
二
七
頁
以
下
（
他
参
照
。

（
（（
（
鳥
居
・
前
掲
解
説
（
前
注（
（
（（
四
九
六
頁
（。
そ
こ
で
は
、「
同
様
な
問
題
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
イ

ン
ド
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
な
ど
が
混
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
婚
姻
法
、
後
見
法
、
相
続
法
な
ど
が
存
在
す
る
イ
ン
ド
や
、
前
記
マ
レ
ー
シ

ア
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
多
い
東
南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
あ
る
い
は
中
近
東
の
諸
国
に
み
ら
れ
る
。」
旨
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
、
鮎
京
正
訓
編
『
ア
ジ
ア
法
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
（、
マ
レ
ー
シ
ア
に
つ
い
て
は
、
萩
原
宣
之
「
マ
レ
ー

シ
ア
の
社
会
と
法
」（『
法
社
会
学
講
座 

（0 

歴
史
・
文
化
と
法 

（
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
（
二
〇
九
頁
以
下
（
他
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
つ
い

て
は
、
土
佐
桂
子
「
宗
教
と
『
正
義
』
─
─
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
仏
教
徒
女
性
婚
姻
法
制
定
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（
細
谷
広
美
・
佐
藤
義
明
編

『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
〈
正
義
〉
の
人
類
学
─
─
国
際
社
会
に
お
け
る
法
形
成
と
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
─
─
』（
昭
和
堂
、
二
〇
一
九
年
（
三
〇
九
頁
以

下
（
他
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
福
島
小
夜
子
「
イ
ス
ラ
ム
社
会
」（『
法
社
会
学
講
座 

（ 

歴
史
・
文
化
と
法 

（
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七



五
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三
年
（
二
一
七
頁
以
下
（、
湯
浅
道
男
「
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
法
」（
湯
浅
道
男
・
小
池
正
行
・
大
塚
滋
編
『
法
人
類
学
の
地
平
』（
成
文
堂
、
一
九

九
二
年
（
二
二
九
頁
以
下
（
他
参
照
。

（
（（
（
鳥
居
・
前
掲
「
人
際
法
」（
前
注（
（
（（
四
九
六
─
四
九
七
頁
。
イ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
黒
木
三
郎
「
イ
ン
ド
」（『
法
社
会
学
講
座 

（0 

歴
史
・

文
化
と
法 

（
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
（
一
九
三
頁
以
下
（、
安
田
信
之
「
サ
テ
ィ
殺
人
事
件
と
反
サ
テ
ィ
法
─
─
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
の
潜
勢

力
」（
湯
浅
道
男
・
小
池
正
行
・
大
塚
滋
編
『
法
人
類
学
の
地
平
』（
成
文
堂
、
一
九
九
二
年
（
一
八
七
頁
以
下
（、
大
村
・
前
掲
書
（
前
注（
（
（（

一
六
九
頁
以
下
、
ニ
リ
マ
・
チ
ャ
ン
デ
ィ
ラ
マ
ニ
（
伊
藤
弘
子
訳
（「
イ
ン
ド
家
族
法
（
二
〇
一
七
─

一
八
年
版
（
⑴
〜（
（
・
完
（」
戸
籍
時
報
七

六
一
号
一
三
頁
、
七
六
四
号
二
頁
、
七
六
五
号
三
五
頁
、
七
七
九
号
一
四
頁
、
七
八
〇
号
一
三
頁
、
七
八
三
号
一
九
頁
、
七
八
四
号
二
六
頁
お
よ

び
七
八
六
号
一
〇
頁
、K

atharina Param
esw

aram
-Seiffert, D

as indische Rechtssystem
 – ein Ü

berblick, RIW
 （0（（, （（0

他
参
照
。

（
（（
（
原
文
で
は
「T

he courts m
ust apply custom

ary law
 w

hen that law
 is applicable, subject to the Constitution and any legislation 

that specifically deals w
ith custom

ary law
.

（」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.justice.gov.za/legislation/constitution/chp（（.htm
l

（
二
〇
一
九
年
九
月
三
〇
日
確
認
（。

（
（（
（
こ
の
ほ
か
、
ガ
ー
ナ
の
部
族
法
、
た
と
え
ば
、
エ
ヴ
ェ
族
の
そ
れ
の
場
合
、
父
系
血
統
社
会
で
祖
先
崇
拝
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
一
方
で
、
母

系
制
の
特
色
を
も
併
せ
持
つ
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（https://journals.openedition.org/africanistes/（（（（

（
二
〇
一
九
年
九
月
三
〇

日
確
認
（。

（
（（
（
池
原
季
雄
『
国
際
私
法 

総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
（
一
七
二
頁
以
下
、
山
田
鐐
一
『
国
際
私
法
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
（

八
七
頁
以
下
、
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
（
一
八
二
頁
以
下
、
道
垣
内
正
人
『
ポ
イ
ン
ト
国
際
私
法 

総

論
［
第
（
版
］』
一
九
二
頁
以
下
、
櫻
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人
編
『
注
釈
国
際
私
法 

第
（
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
（
二
九
四
頁
以
下
（
佐
野

寛
執
筆
（、
櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
［
第
（
版
］』
一
〇
三
頁
以
下
、
横
山
潤
『
国
際
私
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
二
年
（
五
九
─
六
七
頁
、
中
西

康
・
北
澤
安
紀
・
横
溝
大
・
林
貴
美
『
国
際
私
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
（
九
四
頁
、
九
八
頁
以
下
、
出
口
耕
自
『
論
点
講
義 

国
際
私
法
』

（
法
学
書
院
、
二
〇
一
五
年
（
六
七
頁
以
下
、
澤
木
敬
郎
・
道
垣
内
正
人
『
国
際
私
法
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
（
四
〇
頁
以
下
、

神
前
禎
・
早
川
吉
尚
・
元
永
和
彦
『
ポ
イ
ン
ト
国
際
私
法 

総
論
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
（
七
二
頁
、
七
六
頁
以
下
、
松
岡
博
編

『
国
際
関
係
私
法
入
門
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
（
四
九
頁
他
。

（
（0
（
右
の
裁
判
例
の
解
説
を
担
当
さ
れ
た
織
田
有
基
子
教
授
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。
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国
際
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係
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関
す
る
一
考
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山
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“
日
本
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
当
事
者
の
本
国
法
と
し
て
人
的
不
統
一
法
国
の
法
が
指
定
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
国
の
法
の
う
ち
い
ず
れ
の
法

が
当
該
問
題
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
（
改
正
前
の
法
例
は
人
的
不
統
一
法
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
の

本
国
法
の
決
定
に
関
し
て
明
文
規
定
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
廷
地
の
不
文
の
人
際
法
に
よ
り
処
理
す
べ
き
と

の
立
場
（
解
説
と
し
て
、
伊
藤
弘
子
・
本
百
選
〔
新
法
対
応
補
正
版
〕
一
八
頁
参
照
（
と
、
国
際
私
法
を
適
用
し
本
国
（
国
籍
国
（
の
人
際

法
に
よ
り
準
拠
法
を
決
定
す
る
立
場
と
に
分
か
れ
、
多
数
説
で
あ
る
後
者
の
中
で
も
さ
ら
に
、
地
域
的
不
統
一
法
国
に
関
す
る
法
例
旧
二
七

条
三
項
の
規
定
（「
地
方
ニ
依
リ
法
律
ヲ
異
ニ
ス
ル
國
ノ
人
民
ニ
付
テ
ハ
其
者
ノ
屬
ス
ル
地
方
ノ
法
律
ニ
依
ル
」（
法
例
（
昭
和
六
一
年
法
律

第
八
四
号
に
よ
る
改
正
（
─
─
筆
者
注
（（
を
準
用
す
べ
し
と
す
る
見
解
（
た
と
え
ば
東
京
家
審
昭
和
五
〇
・
三
・
一
三
家
月
二
八
巻
四
号

一
二
一
頁
、
岡
本
善
八
・
昭
和
五
一
年
度
重
判
解
〔
ジ
ュ
リ
六
四
二
号
〕
二
六
二
頁
（
と
、
人
的
抵
触
は
当
該
国
の
実
質
法
秩
序
内
の
問
題

で
あ
っ
て
場
所
的
抵
触
と
は
性
質
を
異
に
す
る
か
ら
同
項
の
準
用
は
適
切
で
は
な
い
と
す
る
見
解
（
た
と
え
ば
、
池
原
季
雄
『
国
際
私
法

（
総
論
（』［
一
九
七
三
］
一
七
二
頁
、
山
田
・
前
掲
八
八
─
八
九
頁
、
鳥
居
淳
子
・
ジ
ュ
リ
六
四
七
号
一
五
二
頁
、
林
脇
ト
シ
子
・
渉
外
判

例
百
選
〈
増
補
版
〉
二
一
七
頁
（
と
が
対
立
し
て
い
た
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
（
の
法
例
改
正
に
あ
た
り
、「
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に

関
す
る
法
律
」
七
条
に
依
っ
て
、
人
的
不
統
一
法
国
に
関
す
る
法
例
三
一
条
が
新
設
さ
れ
た
（
南
敏
文
『
改
正
法
例
の
解
説
』［
一
九
九
二
］

二
〇
三
頁
、
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
国
際
私
法
〔
別
冊
法
セ
〕
一
五
六
─
一
五
八
頁
〔
佐
藤
や
よ
ひ
〕（。
現
在
の
通
則
法
四
〇
条
も
実
質

的
に
は
同
じ
内
容
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
櫻
田
嘉
章=

道
垣
内
正
人
編
『
注
釈
国
際
私
法
⑵
』［
二
〇
一
一
］
二
九
八
頁
〔
佐
野
寛
〕

参
照
。
な
お
、
通
則
法
制
定
時
の
法
制
審
議
会
に
お
け
る
法
例
三
一
条
の
修
正
の
要
否
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
小
出
邦
夫
編
著
『
逐

条
解
説 

法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
』［
二
〇
〇
九
］
三
六
五
─
三
六
六
頁
（。”（
織
田
有
基
子
「
人
的
不
統
一
法
国
」（
櫻
田
嘉
章
・
道
垣

内
正
人
編
『
渉
外
判
例
百
選
［
第
（
版
］』（
前
注（
（
（（
一
八
頁
以
下
（
（
事
件
（（

（
（（
（
岡
本
善
八
「
人
際
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
二
号
（
昭
和
五
一
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
六
二
頁
、
岡
本
善
八
「
人
際
法
」（
池
原
季
雄
・
早
田

芳
郎
編
『
渉
外
判
例
百
選
［
第
二
版
］』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
号
、
一
九
八
六
年
（
二
〇
頁
以
下
（
（
事
件
（、
岡
本
善
八
「
国
際
私
法
と
人

際
法
」（
澤
木
敬
郎
・
秌
場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
（
九
頁
（、
岡
本
善
八
「
国
際
私
法
と
人
際
法
」（
澤
木
敬
郎
・

秌
場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点 

新
版
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
（
一
二
頁
（、
大
村
芳
昭
「
日
本
人
・
パ
キ
ス
タ
ン
人
間
の
離
婚
及
び
親
権
者

指
定
の
準
拠
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
四
八
号
一
一
一
頁
以
下
、
特
に
一
一
二
頁
他
参
照
。

（
（（
（
池
原
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
七
二
頁
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
山
田
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
八
八
頁
他
に
も
み
ら
れ
る
。



五
三
〇

（
（（
（
澤
木
・
前
掲
論
文
（
前
注（
（
（（
四
三
頁
以
下
。

（
（（
（
河
野
・
前
掲
評
論
（
前
注（
（
（（
一
六
七
頁
。

（
（（
（
澤
木
・
前
掲
論
文
（
前
注（
（
（（
四
五
頁
。

（
（（
（
澤
木
・
前
掲
論
文
（
前
注（
（
（（
四
五
頁
。

（
（（
（
道
垣
内
正
人
『
ポ
イ
ン
ト
国
際
私
法 

総
論
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
（
一
九
二
頁
以
下
。

（
（（
（
神
前
・
早
川
・
元
永
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
七
〇
─
七
二
頁
。

（
（（
（
大
村
・
前
掲
書
（
前
注（
（
（（
九
一
頁
他
。

（
（0
（
織
田
・
前
掲
解
説
（
前
注（
（
（（
一
九
頁
。

（
（（
（
佐
野
・
前
掲
解
説
（
前
注（
（（
（（
二
九
七
─
二
九
八
頁
。
な
お
、
本
文
中
の
引
用
個
所
の
う
ち
、「
注
（
」「
で
は
、
大
村
芳
昭
「
国
際
家
族
法

と
人
際
法
」
中
央
学
院
大
学
法
学
論
集
一
〇
巻
一
号
（
一
九
九
六
（
六
七
─
七
〇
頁
、
東
京
家
裁
審
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
七
日
家
裁
月
報
二

七
巻
一
〇
号
七
一
頁
（
マ
レ
ー
シ
ア
（、
横
浜
地
裁
判
決
昭
和
五
八
年
一
一
月
三
〇
日
判
例
時
報
一
一
一
七
号
一
五
四
頁
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（、
浦

和
地
裁
判
決
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
一
日
家
裁
月
報
三
七
巻
二
号
一
五
六
頁
（
パ
キ
ス
タ
ン
（、
名
古
屋
地
裁
岡
崎
支
部
判
決
昭
和
六
二
年
一
二

月
二
三
日
判
例
時
報
一
二
八
二
号
一
四
三
頁
（
パ
キ
ス
タ
ン
（、
こ
れ
ら
が
参
照
さ
れ
、
ま
た
、「
注
（
」
で
は
、
東
京
家
裁
審
判
昭
和
五
〇
年
三

月
一
三
日
家
裁
月
報
二
八
巻
四
号
一
二
一
頁
（
イ
ン
ド
（、
東
京
家
裁
審
判
昭
和
五
八
年
四
月
二
五
日
判
例
時
報
一
一
二
三
号
一
〇
六
頁
（
マ
レ
ー

シ
ア
（、
岡
本
善
八
・
昭
和
五
一
年
度
重
要
判
例
解
説
二
六
三
頁
が
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
佐
野
・
前
掲
解
説
（
前
注（
（（
（（
二
九
八
頁
。

（
（（
（
佐
野
・
前
掲
解
説
（
前
注（
（（
（（
三
〇
〇
─
三
〇
五
頁
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
、
大
村
教
授
は
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
四
〇

条
第
一
項
の
前
身
た
る
法
例
第
三
一
条
の
解
釈
に
関
し
て
、「
当
事
者
の
属
人
法
を
特
定
す
る
た
め
で
は
な
く
、
当
該
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る

準
拠
法
自
体
を
特
定
す
る
た
め
の
規
定
と
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
」
旨
、
そ
し
て
「
当
事
者
の
本
国
法
を
特
定
す
る
た
め
の
規
定
か
ら
、
当
該
法

律
関
係
に
適
用
す
べ
き
部
分
的
法
秩
序
を
指
定
す
る
た
め
の
規
定
へ
と
改
め
る
べ
き
」
旨
を
主
張
さ
れ
て
い
た
（
同
・
前
掲
書
（
前
注（
（
（（
八

二
頁
以
下
、
一
一
三
頁
、
二
〇
四
頁
以
下
他
（。
尤
も
、
大
村
教
授
の
立
場
に
あ
っ
て
も
、
準
拠
法
決
定
に
関
す
る
独
立
牴
触
規
定
の
解
釈
を
補

充
す
る
と
い
う
意
味
で
、
当
該
規
定
が
従
属
牴
触
規
定
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
（（
（
前
注（
（（
（
参
照
。



五
三
一

憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

（
（（
（
河
野
・
前
掲
評
論
（
前
注（
（
（（
一
六
七
頁
。

（
（（
（
大
村
・
前
掲
書
（
前
注（
（
（（
九
一
頁
他
。

（
（（
（
こ
の
点
は
、
櫻
田
嘉
章
「
第
一
条
（
趣
旨
（」（
櫻
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人
編
『
注
釈
国
際
私
法 

第
（
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
（
六
四
─

六
七
頁
に
も
当
て
は
ま
る
。

（
（（
（
河
上
倫
逸
『
多
神
教
世
界
に
お
け
る
日
常
の
法
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
年
（
二
四
四
頁
参
照
。

（
（（
（
宮
澤
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
』（
法
律
学
全
集
（
（（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
（
二
四
一
頁
、
橋
本
公
亘
『
日
本
国
憲
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
（

一
三
四
頁
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
［
第
三
版
］』（
現
代
法
律
学
講
座
（
（（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
（
四
一
七
頁
、
長
尾
一
紘
『
日
本
国
憲
法
［
第

（
版
］』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
（
九
一
頁
、
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
［
第
（
版
］』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
（
一
二
六
頁
、
工
藤
達
朗
・

畑
尻
剛
・
橋
本
基
弘
『
憲
法
［
第
（
版
］』（
不
磨
書
房
、
二
〇
一
四
年
（
七
三
頁
以
下
他
。

（
（0
（
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
三
四
頁
。

（
（（
（
佐
藤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
四
一
七
頁
。

（
（（
（
宮
澤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
二
四
一
頁
、
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
三
五
頁
、
佐
藤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
四
二
〇
頁
、
辻
村
・

前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
二
八
頁
他
。

（
（（
（
宮
澤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
二
四
一
頁
、
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
三
五
頁
、
佐
藤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
四
二
〇
頁
、
辻
村
・

前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
二
八
頁
他
。

（
（（
（
長
尾
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
九
三
頁
。

（
（（
（
紀
元
前
一
五
〇
〇
年
頃
に
ア
ー
リ
ヤ
人
が
移
住
し
た
イ
ン
ド
で
は
、
征
服
層
が
三
つ
の
ヴ
ァ
ル
ナ
（varn. a

、「
色
」
を
示
す
言
葉
に
起
因
す
る

こ
の
語
は
身
分
に
よ
る
区
別
を
表
す
（
を
設
け
、
先
住
民
（
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
人
（
を
下
位
の
ヴ
ァ
ル
ナ
と
し
て
、
カ
ー
ス
ト
制
度
（「
血
統
」
と
い

う
意
味
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
由
来
す
る
（
を
発
足
さ
せ
た
。
ヴ
ァ
ル
ナ
の
最
高
種
族
「
バ
ラ
モ
ン
」
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
バ
ラ
モ
ン
教
の
司
祭
と

し
て
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
を
語
り
伝
え
、
呪
術
的
な
力
を
世
襲
し
、
そ
の
権
威
と
利
権
を
守
る
べ
く
宗
教
的
支
配
者
階
級
を
構
成
し
た
。
第
二
位
の
種

族
「
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
」（「
権
力
を
持
つ
者
」
の
意
（
は
、
バ
ラ
モ
ン
と
並
ん
で
支
配
者
階
級
を
構
成
し
、
政
治
や
軍
事
を
担
当
し
、
第
三
位
の
種

族
「
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
」（「
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
に
よ
っ
て
喰
わ
れ
る
も
の
」
の
意
（
は
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
へ
の
物
納
品
を
提
供
す
べ
く
農
耕
、
牧
畜
、
手

工
業
等
に
従
事
し
た
。
バ
ラ
モ
ン
教
の
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
を
学
べ
る
特
権
を
有
す
る
こ
れ
ら
三
つ
の
上
位
種
族
に
対
し
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
学
習
を
禁



五
三
二

じ
ら
れ
た
最
下
位
の
種
族
「
シ
ュ
ー
ド
ラ
」
は
被
支
配
者
階
級
と
さ
れ
た
が
、
奴
隷
売
買
の
対
象
で
は
な
く
、
家
族
や
私
有
財
産
を
認
め
ら
れ
て

い
た
。
後
に
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
が
も
っ
ぱ
ら
売
買
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
が
農
業
や
牧
畜
な
ど
の
生
産
活
動
を
担
う
よ
う
に
な
る
。

身
分
に
よ
る
区
別
を
意
味
す
る
ヴ
ァ
ル
ナ
に
、「
出
自
」・「
生
ま
れ
」・「
家
柄
」
を
意
味
す
る
ジ
ャ
ー
テ
ィ
（Jāti

（
が
加
味
さ
れ
た
結
果
、
カ
ー

ス
ト
制
度
（
ヴ
ァ
ル
ナ
と
ジ
ャ
ー
テ
ィ
（
は
職
業
別
に
三
〇
〇
〇
種
類
以
上
の
集
団
に
細
分
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
つ
い

て
は
、
Ｍ
・
Ｂ
・
ワ
ン
グ
著
（
山
口
泰
司
訳
（『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教 

改
訂
新
版
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
四
年
（
他
参
照
。 

（
（（
（
こ
の
こ
と
に
加
え
、
こ
の
法
律
構
成
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
対
案
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
山
内
・
前
掲

論
文
「
国
際
私
法
と
憲
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
」（
前
注（
（
（（
七
一
五
頁
以
下
、
同
・
前
掲
論
文
「
国
家
法
体
系
に
お
け
る
外
国
法
の

概
念
に
つ
い
て
」（
前
注（
（（
（（
比
較
法
雑
誌
五
三
巻
三
号
一
頁
以
下
（。

（
（（
（
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
九
八
頁
。

（
（（
（
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
九
九
頁
。

（
（（
（
長
尾
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
四
六
頁
以
下
。

（
（0
（
長
尾
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
四
六
頁
以
下
。

（
（（
（
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
九
八
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
法
の
下
の
平
等
は
、
国
民
か
ら
す
る
と
、
不
当
な
差
別
を
受
け
な
い
権

利
を
意
味
す
る
が
、
国
家
機
関
か
ら
み
る
と
、
不
当
な
差
別
を
内
容
と
し
た
法
を
制
定
し
な
い
こ
と
、
不
当
な
差
別
に
当
た
る
よ
う
な
法
適
用
を

行
わ
な
い
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
の
説
明
も
み
ら
れ
る
（
佐
藤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
四
七
一
頁
（。

（
（（
（
佐
藤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
四
七
一
頁
。

（
（（
（
長
尾
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
四
八
頁
以
下
。

（
（（
（
長
尾
一
紘
『
日
本
国
憲
法 ［
第
（
版
］』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
（
八
二
頁
以
下
。

（
（（
（
男
性
が
女
性
よ
り
も
上
位
の
身
分
に
属
す
る
場
合
、
異
な
る
身
分
間
の
婚
姻
が
稀
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
に
対
し
、
逆
に
女
性
の
身

分
が
男
性
よ
り
も
上
位
の
場
合
、
異
な
る
身
分
間
の
婚
姻
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（https://w

w
w

.com
pathy.net/m

agazine/（0（（/（（/（（/
the-caste-system

-and-the-state-of-india/（/

（
二
〇
一
九
年
九
月
三
〇
日
確
認
（（。

（
（（
（
前
注（
（（
（。

（
（（
（
最
近
の
言
及
と
し
て
、
エ
ー
ラ
ー
ス
（
松
原
光
宏
・
村
山
美
樹
訳
（「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
的
共
同
体
・
宗
教
的
共
同
体
─
─
相
互
関
係
と



五
三
三

憲
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

発
展
─
─
」（
エ
ー
ラ
ー
ス
著
（
松
原
光
宏
編
訳
（『
エ
ー
ラ
ー
ス
教
授
名
誉
学
位
授
与
記
念
講
演
集 

教
会
・
基
本
権
・
公
経
済
法
』（
日
本
比
較

法
研
究
所
翻
訳
叢
書
（（
（（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
七
年
（
一
頁
、
特
に
一
五
以
下
（。

（
（（
（
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
二
三
三
頁
。

（
（（
（
名
古
屋
高
裁
昭
和
四
六
年
五
月
一
四
日
判
決
（「
津
地
鎮
祭
事
件
」（、
行
政
裁
判
例
集
二
二
巻
五
号
六
八
〇
頁
。

（
（0
（
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
二
三
三
頁
、
佐
藤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
四
九
〇
頁
。

（
（（
（
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
二
三
四
頁
。

（
（（
（
佐
藤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
四
九
一
頁
。

（
（（
（
最
高
裁
（
第
一
小
法
廷
（
昭
和
四
四
年
七
月
一
〇
日
判
決
（「
銀
閣
寺
事
件
」（、
民
集
二
三
巻
八
号
一
四
二
三
頁
。

（
（（
（
宮
澤
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
三
五
六
頁
。

（
（（
（
橋
本
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
二
三
九
頁
。
そ
こ
で
は
、
後
述
す
る
最
高
裁
（
大
法
廷
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
三
日
判
決
に
お
け
る
多
数
意
見

（
民
集
三
一
巻
四
号
五
三
三
頁
以
下
、
五
四
一
頁
（「
の
よ
う
に
ゆ
る
め
て
解
す
る
と
、
憲
法
の
所
期
し
た
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
の
原
則
そ
の
も

の
が
崩
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
名
古
屋
高
裁
昭
和
四
六
年
五
月
一
四
日
判
決
（「
津
地
鎮
祭
事
件
」（、
行
政
裁
判
例
集
二
二
巻
五
号
六
八
〇
頁
。
そ
の
上
告
審
で
あ
る
最
高
裁

（
大
法
廷
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
三
日
判
決
に
お
け
る
反
対
意
見
（
民
集
三
一
巻
四
号
五
三
三
頁
以
下
、
五
五
〇
頁
（
も
同
旨
。
佐
藤
・
前
掲
書

（
前
注（
（（
（（
五
〇
二
頁
。

（
（（
（
最
高
裁
（
大
法
廷
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
三
日
判
決
に
お
け
る
多
数
意
見
（
民
集
三
一
巻
四
号
五
三
三
頁
以
下
、
五
四
一
頁
（。

（
（（
（
こ
の
点
に
関
し
て
、「
国
の
行
為
が
二
〇
条
三
項
の
『
宗
教
的
活
動
』
に
あ
た
る
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
当
該
行
為
に
お
い
て
『
宗

教
性
』
が
─
─
そ
の
程
度
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
─
─
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
…
…
第
二
に
、
当
該
行
為
に
お
け
る
宗
教
性
の
程
度
が
一

定
の
限
度
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
す
る
解
説
も
あ
る
（
長
尾
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
九
六
頁
お
よ
び
一
九
八
頁
（。

し
か
し
な
が
ら
、
論
者
の
場
合
、
い
ず
れ
の
要
件
に
つ
い
て
も
、
当
該
基
準
を
用
い
る
す
べ
て
の
者
が
同
一
の
結
論
に
至
る
と
い
う
意
味
で
の
客

観
性
を
備
え
た
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
も
「
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
き
め
る
必
要
が
あ
る
」

（
同
書
一
四
八
頁
（
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
（（
（
こ
こ
で
「
近
代
憲
法
体
制
」
と
い
う
言
葉
で
想
定
さ
れ
て
い
る
実
体
は
、
阪
口
教
授
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
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き
る
。

　
　
“
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
民
意
は
絶
対
的
で
は
な
い
。「
民
意=

多
数
者
の
支
配
」
と
し
て
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
名

の
下
に
正
当
化
さ
れ
る
政
治
権
力
の
行
使
も
、
そ
れ
が
個
人
の
「
人
権
」
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
許
さ
れ
な
い
…
…
こ
れ
が
「
近

代
立
憲
主
義
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
制
度
的
に
担
保
し
て
い
る
の
が
、
多
数
者
の
意
思
を
体
現
す
る
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ

た
法
律
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
無
効
と
さ

れ
る
、「
違
憲
審
査
制
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。”（
内
藤
正
典
・
阪
口
正
二
郎
編
『
神
の
法 vs. 

人
の
法
─
─
ス
カ
ー
フ
論
争
か
ら
み
る

西
欧
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
断
層
─
─
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
（
三
二
頁
以
下
（

　
　
　

な
お
、
橋
爪
教
授
の
場
合
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
憲
法
違
反
が
で
き
る
の
は
、
…
…
政
府
と
そ
の
職
員
」
で
あ
り
、「
ふ
つ
う
の
法
律
は
人

民
に
向
け
」
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
憲
法
…
…
の
宛
て
先
は
政
府
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
自
然
法
思
想
に
従
っ
て
…
…
政
府

が
存
在
す
る
前
か
ら
あ
っ
た
…
…
人
権
や
自
由
を
制
限
し
、
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
立
法
は
無
効
で
…
…
そ
れ
は
法
律
で
は
な
い
。
そ
う
宣
言
し
て

い
る
」「
民
主
主
義
は
、
憲
法
を
必
要
と
す
る
。
政
府
が
、
勝
手
に
人
民
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
憲
法
と
い
う
約
束
を
定
め
て
政
府
に

守
ら
せ
る
。
こ
う
い
う
役
割
の
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
橋
爪
大
三
郎
『
人
間
に
と
っ
て
法
と
は
何
か
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
（（（
、
二
〇
〇
三
年
（

六
七
─
七
二
頁
（。

（
（0
（
池
田
政
章
「『
憲
法
と
宗
教
』
の
歴
史
心
理
─
─
法
文
化
論
へ
の
誘
い
─
─
」
公
法
研
究
五
二
号
（
一
九
九
〇
年
（
三
〇
頁
以
下
。

（
（（
（
池
田
・
前
掲
論
文
（
前
注（
（0
（（
五
二
頁
以
下
。

（
（（
（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
六
七
─
七
二
頁
。

（
（（
（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
六
七
─
七
二
頁
。
キ
リ
ス
ト
教
文
明
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
さ
ら
に
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
慣
行
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ

う
な
憲
法
の
考
え
方
が
そ
の
他
の
地
域
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
橋
爪
教
授
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
“
…
…
憲
法
の
考
え
方
は
…
…
ア
ジ
ア
に
は
…
…
イ
ン
ド
に
も
、
ア
ラ
ビ
ア
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
元
を
た
ど
る
と
キ
リ
ス
ト
教
文
明
な
の
で

す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
文
明
を
さ
ら
に
た
ど
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
行
き
着
く
。
ユ
ダ
ヤ
教
が
、
今
か
ら
三
千
年
く
ら
い
前
に
憲
法
の
考
え
方
を

発
明
し
…
…
ユ
ダ
ヤ
教
の
考
え
方
が
流
れ
流
れ
て
、
近
代
法
の
、
憲
法
の
考
え
方
に
な
り
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
一
神
教
で
…
…
エ
ホ
バ
と

か
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
か
よ
び
ま
す
…
…
唯
一
の
神
…
…
が
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
選
ん
だ
。「
私
と
契
約
を
結
ぶ
と
…
…
私
は
責
任
を
も
っ
て
、
あ
な
た

た
ち
を
守
っ
て
あ
げ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
契
約
を
守
れ
ば
、
あ
な
た
た
ち
は
栄
え
る
…
…
。
こ
の
契
約
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
た
ち
は
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破
滅
し
ま
す
」
…
…
そ
う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
契
約
が
宗
教
そ
の
も
の
で
…
…
契
約
が
法
律
そ
の
も
の
…
…
す

な
わ
ち
、
宗
教
＝
契
約
＝
法
律
、
と
い
う
等
式
が
成
り
立
つ
。
…
…
神
と
の
契
約
と
い
う
考
え
方
の
発
想
の
元
を
た
ど
っ
て
い
く
と
…
…
ユ

ダ
ヤ
人
の
独
創
と
い
う
よ
り
…
…
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
慣
行
に
行
き
着
く
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
は
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
ア
ッ
シ
リ
ア
な
ど
の
大
き
な
帝
国
が
で
き
あ
が
っ
て
、
そ
の
下
に
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
都
市
国

家
を
従
え
…
…
そ
れ
ら
都
市
国
家
と
の
あ
い
だ
に
、「
宗
主
権
契
約
」
な
る
も
の
を
結
び
ま
し
た
。
こ
の
契
約
の
内
容
は
、
戦
争
に
な
っ
た

ら
宗
主
国
に
軍
隊
を
提
供
す
る
。
普
段
は
税
金
を
納
め
る
。
そ
の
か
わ
り
に
宗
主
国
は
独
立
を
保
障
し
、
保
護
を
与
え
る
。
…
…
古
代
で
は

こ
う
い
う
外
交
条
約
は
わ
り
と
普
遍
的
で
、
た
い
て
い
の
都
市
国
家
は
、
ど
こ
か
大
き
な
帝
国
と
契
約
を
結
ん
で
い
た
…
…
。
と
こ
ろ
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
は
民
族
主
義
的
で
…
…
エ
ジ
プ
ト
と
か
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
か
、
よ
そ
の
民
族
の
帝
国
と
、
そ
う
い
う
契
約
を
結
ぶ
の
は
ど
う
し
て
も

プ
ラ
イ
ド
が
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
民
族
自
立
の
た
め
、
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
を
守
っ
て
く
れ
る
架
空
の
存
在
、
唯
一
神
を
考
え
て
、
そ
の
神

様
と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
…
…
。
…
…
神
と
の
契
約
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
教
の
ア
イ
デ
ア
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
国
際
慣
行
を
真
似
た
も

の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
…
…
。

　
　
　

こ
の
考
え
方
で
、
神
様
を
な
し
に
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
憲
法
で
す
。
神
様
の
代
わ
り
に
、
自
分
た
ち
の
代
表
で
あ
る
、
人
間
が
つ

く
っ
て
い
る
政
府
を
置
く
。
政
府
に
対
し
て
は
絶
対
的
服
従
で
は
な
く
、
条
件
的
服
従
に
な
り
ま
す
。
政
府
は
神
と
同
じ
よ
う
に
、
絶
対
的

な
存
在
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
憲
法
を
あ
い
だ
に
は
さ
み
、
政
府
が
憲
法
を
守
る
か
ぎ
り
、
と
い
う
条
件
つ
き
で
服
従
す
る
…
…
。”（
橋
爪
・

前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
七
六
─
七
九
頁
（

（
（（
（
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
・
Ｆ
・
ブ
ラ
ウ
ン
著
（
秦
剛
平
訳
（『
キ
リ
ス
ト
教
』（
青
土
社
、
一
九
九
四
年
（
他
参
照
。

（
（（
（
橋
爪
教
授
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
　
“
キ
リ
ス
ト
教
が
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
分
か
れ
…
…
。
イ
エ
ス
自
身
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
…
…
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
は
自
明
…
…
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
忘
れ
が
ち
…
…
で
す
。『
新
約
聖
書
』
…
…
特
に
福
音
書
に
…
…
何
回
も
出
て
く
る
け

れ
ど
も
わ
か
り
に
く
い
…
…
の
は
、
律
法
…
…
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
…
…
『
聖
書
』
に
は
「
〜
び
と
」「
〜
び
と
」
と
い
う
の
が
た

く
さ
ん
出
て
く
る
…
…
。「
パ
リ
サ
イ
び
と
」「
サ
ド
カ
イ
び
と
」
と
い
う
の
は
人
種
で
は
な
く
、
社
会
集
団
の
名
前
で
、
パ
リ
サ
イ
派
の
法

学
者
た
ち
、
サ
ド
カ
イ
派
の
祭
司
た
ち
、
と
い
う
意
味
…
…
で
…
…
エ
ッ
セ
ネ
派
（
人
里
離
れ
た
場
所
で
祈
り
の
生
活
を
送
り
、
終
末
を
待

ち
の
ぞ
む
人
び
と
（
も
い
て
、
全
部
で
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
…
…
エ
ッ
セ
ネ
派
は
『
聖
書
』
に
は
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん
。
…
…
そ
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の
他
の
「
〜
び
と
」
と
い
う
の
は
た
い
て
い
民
族
で
、「
ヘ
テ
び
と
」
と
い
う
の
…
…
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
人
。「
サ
マ
リ
ア
び
と
」
…
…
は
ユ
ダ

ヤ
教
を
信
じ
て
は
い
た
…
…
が
、
差
別
さ
れ
、
北
方
に
住
ん
で
い
た
民
族
…
…
こ
の
よ
う
に
、
た
い
て
い
は
民
族
名
な
の
で
す
。
…
…
「
パ

リ
サ
イ
び
と
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
内
部
の
改
革
派
と
し
て
登
場
し
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
て
、
保
守
的
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
る
パ
リ
サ
イ
派
自
身
が
、
改
革
派
な
の
で
す
。
…
…
律
法
と
は
…
…
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
法
律
、
す
な
わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
法
…
…

ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
法
の
こ
と
な
の
で
す
。
パ
リ
サ
イ
び
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
法
律
を
厳
格
に
守
ろ
う
と
い
う
運
動
を
く
り
広
げ
た
。
な
ぜ
そ

う
い
う
運
動
を
く
り
広
げ
た
か
と
い
う
と
、
守
旧
派
の
サ
ド
カ
イ
び
と
に
反
対
す
る
た
め
だ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
非
常
に
古
い
宗
教
…
…
で

…
…
、
部
族
制
を
基
盤
に
し
て
い
た
。
神
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
掌
り
、
儀
式
を
行
な
う
の
は
族
長
…
…
で
…
…
祭
祀
を
執
り
行
な

う
権
限
が
あ
っ
た
。
羊
や
牛
を
犠
牲
に
し
て
、
薪
の
上
に
く
べ
…
…
そ
の
煙
が
天
に
昇
っ
て
い
く
…
…
儀
式
…
…
に
よ
っ
て
神
と
交
流
す
る

…
…
こ
と
は
、
世
界
中
の
古
代
宗
教
や
未
開
宗
教
に
あ
る
も
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
も
…
…
た
い
へ
ん
原
始
的
な
信
仰
で
す
。
…
…
都
市
に
生
活

し
て
い
る
人
び
と
は
、
部
族
制
な
ん
て
も
う
古
い
、
神
に
対
す
る
信
仰
を
、
個
々
人
が
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。
族
長
が
主
宰
す
る
セ
レ
モ

ニ
ー
で
は
な
く
、
直
接
一
人
ひ
と
り
の
服
従
の
気
持
ち
を
…
…
行
為
で
表
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
…
…
神
の
与
え
た
契
約
に
絶
対

に
従
う
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
…
…
祭
儀
に
は
、
い
っ
さ
い
価
値
を
置
き
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
に
、
法
律
に
大
き
な
価
値
を
置
く
。

ユ
ダ
ヤ
社
会
の
変
貌
に
応
じ
て
、
共
同
体
に
も
と
づ
く
の
で
な
く
、
個
人
に
も
と
づ
く
ユ
ダ
ヤ
教
の
再
生
を
提
案
し
た
…
…
サ
ド
カ
イ
び
と

は
、
祭
祀
権
を
独
占
し
て
い
る
…
…
。
王
権
が
確
立
し
た
時
代
、
族
長
た
ち
の
行
な
う
祭
祀
と
別
に
…
…
建
設
さ
れ
た
…
…
神
殿
で
、
祭
祀

を
行
な
う
権
限
を
血
縁
で
世
襲
し
て
い
る
の
が
彼
ら
で
…
…
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
に
い
て
、
人
び
と
の
寄
付
を
募
っ
て
、
優
雅
に
暮
ら
し
て

い
た
。
パ
リ
サ
イ
び
と
は
、
…
…
律
法
を
守
る
た
め
に
は
ま
ず
『
聖
書
』（
タ
ナ
ハ
（
を
読
み
…
…
シ
ナ
ゴ
ー
グ
と
い
う
学
校
を
つ
く
り

…
…
す
べ
て
の
人
が
『
聖
書
』
を
読
め
る
よ
う
に
勉
強
し
…
…
正
し
い
生
活
を
送
り
ま
し
ょ
う
と
…
…
義
務
教
育
運
動
を
始
め
…
…
法
律
に

も
と
づ
い
て
、
全
民
族
が
神
の
僕
と
し
て
生
活
を
す
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
っ
た
。
…
…
”（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
八
七

─
九
二
頁
（

（
（（
（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
九
二
─
九
四
頁
。

（
（（
（
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
・
モ
リ
ス
ン
／
Ｓ
・
Ｆ
・
ブ
ラ
ウ
ン
著
（
秦
剛
平
訳
（『
ユ
ダ
ヤ
教
』（
青
土
社
、
一
九
九
四
年
（
他
参
照
。

（
（（
（
橋
爪
教
授
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
　
“
…
…
社
会
や
国
家
は
、
世
俗
の
も
の
で
い
い
。
世
俗
の
法
律
を
、
教
会
と
は
無
関
係
に
、
自
分
た
ち
で
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
信
仰
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と
分
離
し
て
い
て
い
い
…
…
─
─
こ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
に
加
え
て
、
議
会
の
機
能
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
が
近
代
国
家
で
す
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
純
粋
な
か
た
ち
で
で
き
た
の
が
ア
メ
リ
カ
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
信
仰
を
守
る
た
め

に
国
家
を
つ
く
り
、
法
律
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
世
俗
の
国
家
、
世
俗
の
法
律
で
す
。
だ
か
ら
、
ど
う
い
う
信
仰
を
持
っ
て
い
て
も
、

大
丈
夫
な
の
で
す
ね
。
こ
の
考
え
方
が
も
っ
と
世
俗
化
し
、
宗
教
と
無
関
係
な
か
た
ち
で
表
明
さ
れ
た
の
が
…
…
啓
蒙
思
想
の
社
会
契
約
説

で
す
。
理
性
に
よ
っ
て
法
律
を
発
見
し
、
社
会
を
つ
く
れ
ば
い
い
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
し
て
神
と
の
契
約
に
よ
く
似
た
国
家
の
契
約
、

つ
ま
り
憲
法
と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
憲
法
は
、
世
俗
化
し
た
神
と
の
契
約
な
の
で
す
。
日
本
人
に
は
神
と
の
契
約
と
い
う
考
え
方
が

な
い
か
ら
、
憲
法
と
言
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
…
…
。
憲
法
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
考
え
方
で
、
第
一
に
、
人
間
が
法
律
を
つ
く
っ
て
い
い

…
…
と
い
う
考
え
方
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
人
間
の
手
に
よ
る
立
法
、
人
間
が
神
と
無
関
係
に
国
家
を
つ

く
る
、
と
い
う
発
想
に
乏
し
い
…
…
。
…
…
第
二
に
、
契
約
を
更
改
し
て
い
い
、
と
考
え
る
。
こ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
に
特
有
で
す
。
キ
リ
ス

ト
教
に
『
新
約
聖
書
』
と
『
旧
約
聖
書
』
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
境
目
に
し
て
、
契
約
が
更
改
さ
れ

た
と
考
え
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
は
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
な
く
、
啓
示
を
受
け
た
ら
そ
の
ま
ま
で
す
。
神
の
子
と
い
う
考
え
が

な
い
の
で
す
か
ら
、
契
約
を
改
め
よ
う
が
な
い
…
…
。
以
上
の
ふ
た
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
、
憲
法
が
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
…
…
こ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
し
か
思
い
つ
け
な
い
考
え
方
な
の
で
す
。”（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
〇
二
─
一
〇
三
頁
（

（
（（
（
橋
爪
教
授
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、
近
代
国
家
に
お
け
る
「
議
会
」
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
る
。
そ
の
説
示
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
も
と
も

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
も
近
代
法
と
も
、
ま
っ
た
く
無
関
係
に
議
会
が
あ
り
ま
し
た
。
議
会
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
あ
り
ま
し
た
。
フ

ラ
ン
ス
に
あ
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、『
三
部
会
』
と
い
う
名
前
で
、
何
年
も
開
か
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
ち
お
う
あ
っ
た
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
に
、
三
〇
〇
年
ぶ
り
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
も
あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
議
会
が
あ
っ

た
…
…
。
議
会
に
つ
い
て
…
…
要
点
を
く
り
返
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
議
会
は
、
封
建
領
主
や
貴
族
が
集
ま
っ
た
合
議
体
で
、
国
王
を
牽
制
す
る

た
め
の
も
の
で
し
た
。
安
全
保
障
上
の
必
要
も
あ
っ
て
、
国
王
が
い
な
い
と
困
る
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
の
さ
ば
ら
れ
て
も
困
る
。
そ
こ
で
、
税
金

を
取
っ
て
も
い
い
が
、
議
会
の
同
意
を
得
て
か
ら
に
し
て
ほ
し
い
と
、
国
王
に
約
束
さ
せ
た
。
議
会
は
、
国
王
の
税
金
を
ま
け
さ
せ
る
た
め
の
団

体
で
す
。
国
王
は
税
金
を
取
る
金
額
を
、
こ
こ
に
提
案
し
ま
す
。
予
算
で
す
。
議
会
で
同
意
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
税
金
を
徴
収
し
て
い
い
。

…
…
こ
の
議
会
が
、
あ
と
に
な
っ
て
、
人
民
の
代
表
と
い
う
資
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
貴
族
と
は
別
に
、
納
税
者
、
人
民
の
代
表
を

選
挙
で
選
ん
で
下
院
議
員
に
す
れ
ば
、
民
主
制
で
す
。
こ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
た
の
も
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
で
は
の
こ
と
で



五
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八

す
」（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
〇
三
─
一
〇
四
頁
（。

（
（0
（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
九
五
─
九
六
頁
。

（
（（
（
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
・
Ｓ
・
ゴ
ー
ド
ン
著
（
奥
西
峻
介
訳
（『
イ
ス
ラ
ム
教
』（
青
土
社
、
一
九
九
四
年
（
他
参
照
。
な
お
、
湯
浅
教

授
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
　
“
…
…
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
『（
自
己
そ
の
も
の
、
な
い
し
自
己
の
全
人
格
を
も
っ
て
神
の
前
に
（
服
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
イ

ス
ラ
ー
ム
を
信
仰
す
る
者
は
、
予
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
（
マ
ホ
メ
ッ
ト
（
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
規
定
を
受
け
入
れ
、
唯
一
神
ア
ル
ラ
ー
…
…

の
企
て
に
「
帰
依
し
た
者
」、
つ
ま
り
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
ム
ス
リ
ム
…
…
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
神
へ
の
絶
対
服

従
を
意
味
し
、
予
言
者
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
「
神
の
言
葉
」
で
あ
る
コ
ー
ラ
ン
…
…
（
ア
ル
＝
ク
ル
ア
ー
ン
（
の
命
ず
る
法
律
に
服
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
聖
典
コ
ー
ラ
ン
を
根
本
規
範
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
…
…
は
そ
の
信
仰
の
柱
で
あ
る
。
…
…
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
正
義

と
は
こ
の
シ
ャ
リ
ー
ア
に
し
た
が
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
理
念
を
至
上
命
題
と
す
る
理
想
の
共
同
体
…
…
（
ウ
ン
マ
（
を
こ
の
地
上

に
建
設
す
る
こ
と
に
あ
る
…
…
。
ム
ス
リ
ム
は
聖
な
る
領
域
に
お
い
て
敬
虔
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
世
俗
の
領
域
に
お
い
て
も
そ
の
理
想

の
共
同
体
を
正
義
に
し
た
が
っ
て
建
設
・
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
イ
ス
ラ
ー
ム
法
は
、
何
が
善
で
あ
り
悪
で
あ
る
の
か
、
と
い

う
判
断
は
人
間
に
は
不
可
能
か
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
認
識
可
能
と
な
る
「
天

啓
の
法
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。”（
湯
浅
・
前
掲
論
文
（
前
注（
（（
（（
二
二
九
頁
以
下
（

　
　
　

な
お
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
橋
爪
教
授
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
“
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
…
…
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
原
理
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
勝
手
に
つ
け
た
名
前
で
、
誤
解
の
産
物
だ

…
…
。
原
理
主
義
は
、
…
…Fundam

entalism

…
…
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
分
派
の
ひ
と
つ
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
南
部
に
バ
イ
ブ
ル
・
ベ
ル

ト
（
聖
書
地
帯
（
と
よ
ば
れ
る
地
域
が
あ
り
…
…
『
聖
書
』
を
熱
心
に
読
む
…
…
サ
ザ
ン
・
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
と
い
う
教
会
グ
ル
ー
プ
を
つ

く
っ
…
…
て
い
ま
す
。『
聖
書
』
を
熱
心
に
、
自
己
流
に
読
む
グ
ル
ー
プ
を
…
…
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
よ
ぶ
…
…
。
こ
れ
は
キ
リ
ス

ト
教
特
有
の
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
か
と
言
う
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
典
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
典
の
読
み
方
は
、
ユ
ダ
ヤ
法
の
法
学
者
や
イ
ス

ラ
ム
法
の
法
学
者
、
つ
ま
り
プ
ロ
が
長
年
、
研
究
に
研
究
を
重
ね
て
き
た
の
で
、
特
定
の
読
み
方
が
あ
っ
て
、
シ
ロ
ウ
ト
が
太
刀
打
ち
で
き

な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
プ
ロ
の
読
み
方
の
と
お
り
に
読
み
ま
す
。
と
こ
ろ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
長
い
あ
い
だ
『
聖
書
』
を
読
ん
で
こ
な

か
っ
た
。
ル
タ
ー
が
『
聖
書
』
を
読
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
運
動
を
始
め
て
、
そ
れ
か
ら
『
聖
書
』
が
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
、
こ
こ
数
百
年
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や
っ
と
『
聖
書
』
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
骨
格
は
そ
の
前
に
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、「
三

位
一
体
説
」。
父
と
子
と
聖
霊
が
、
三
つ
別
々
の
も
の
で
も
、
実
体
と
し
て
は
一
つ
だ
と
い
う
、
な
か
な
か
理
解
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
考

え
方
で
す
。
こ
れ
は
学
説
で
、『
聖
書
』
の
な
か
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
あ
る
の
を
、
信
者
の
代
表
が
集
ま
る
公

会
議
で
大
論
争
し
て
、
や
っ
と
決
め
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
『
聖
書
』
を
自
己
流
に
読
ん
だ
の
で
は
、「
三
位
一
体
説
」
に
な
ら
な
い
可

能
性
が
高
い
。
こ
ん
な
感
じ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
た
め
に
は
、
本
当
は
、『
聖
書
』
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
知
識
が
い
る
わ
け
で
す
。

で
も
、
ル
タ
ー
に
言
わ
れ
た
か
ら
と
い
う
の
で
、『
聖
書
』
を
自
己
流
に
読
ん
で
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
自
己
流
の
考
え
方
が
い
ろ
い
ろ

出
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
血
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
輸
血
を
し
て
は
い
け
な
い
と
自
己
流
に
解
釈

し
て
、
そ
の
解
釈
を
も
と
に
新
し
い
信
者
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
。
本
人
た
ち
は
、『
聖
書
』
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
そ
っ
く
り

そ
の
ま
ま
正
し
い
と
信
じ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
で
も
そ
う
す
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ

ム
教
は
、
全
部
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
に
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。
何
し
ろ
聖
典
を
、
文
字
ど
お
り
に
信
じ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
実
際
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
に
だ
け
そ
う
い
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
の
で
す
ね
。
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
と
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
あ
だ
名
を
つ
け
る

の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
勝
手
で
す
が
、
正
確
で
は
な
い
…
…
”（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
一
六
─
一
一
八
頁
（

（
（（
（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
〇
六
─
一
一
〇
頁
。

（
（（
（
内
藤
・
阪
口
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
四
頁
。
橋
爪
教
授
は
コ
ー
ラ
ン
に
続
く
イ
ス
ラ
ム
教
の
法
源
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
“
二
番
目
の
法
源
…
…
ス
ン
ナ
…
…
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
裁
判
な
ど
を
す
る
と
き
に
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
行
動

し
た
、
と
い
う
記
録
…
…
─
─
最
初
は
文
字
記
録
で
は
な
く
、
伝
承
だ
っ
た
…
…
─
─
…
…
を
ま
と
め
た
も
の
で
…
…
ス
ン
ナ
か
ら
、
ス
ン

ニ
ー
派
と
い
う
グ
ル
ー
プ
の
名
前
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
番
目
に
イ
ジ
ュ
マ
ー
…
…
が
あ
り
ま
す
。『
ク
ル
ア
ー
ン
』
に
も
書
い
て
い
な

い
し
、
ス
ン
ナ
に
も
定
め
の
な
い
、
新
し
い
事
態
が
発
生
し
…
…
た
…
…
と
き
に
は
法
学
者
が
相
談
を
し
て
、
全
員
一
致
の
結
論
が
得
ら
れ

れ
ば
、
そ
れ
を
法
律
に
つ
け
加
え
て
し
ま
う
と
い
う
や
り
方
で
す
。
…
…
法
学
者
の
一
致
し
た
判
断
…
…
が
、
法
判
断
の
根
拠
、
法
源
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
が
以
後
、
人
び
と
の
法
判
断
を
拘
束
し
て
い
く
。
…
…
四
番
目
の
法
源
…
…
キ
ヤ
ー
ス
…
…
は
三
段
論
法
の
こ
と
で
す
。
た

と
え
ば
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
に
ブ
ド
ウ
酒
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
は
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
酒
は
ど
う
な
の
か
。

ナ
ツ
メ
ヤ
シ
酒
に
つ
い
て
は
、『
ク
ル
ア
ー
ン
』
に
明
文
の
規
定
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
飲
ん
で
い
る
ム
ス
リ
ム
が
い
た
と
す
る
と
、
法
判

断
に
困
っ
て
し
ま
う
。
…
…
な
ぜ
ブ
ド
ウ
酒
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
の
か
と
推
論
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ア
ル
コ
ー
ル
が
入
っ
て
い
て
、



五
四
〇

酔
っ
払
う
か
ら
だ
と
考
え
ま
す
。
酔
っ
払
う
と
理
性
を
失
い
、
神
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
神
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
、
慈

悲
深
い
神
は
、
人
間
が
そ
う
い
う
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ブ
ド
ウ
酒
を
飲
む
こ
と
を
禁
止
し
た
。
…
…
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
酒
に
も
ア
ル
コ
ー
ル

が
入
っ
て
い
て
、
同
じ
作
用
が
起
こ
る
の
で
、
こ
れ
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
。
…
…
こ
う
い
う
ふ
う
に
推
論
し
て
、
法
判
断

を
下
す
…
…
。
と
て
も
論
理
的
で
す
が
、
こ
れ
は
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。”（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注

（
（（
（（
一
一
〇
─
一
一
三
頁
（

　
　
　

橋
爪
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
法
源
の
う
ち
、
特
に
第
二
の
法
源
（
ス
ン
ナ
（
の
理
解
の
仕
方
の
相
違
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
も
分
派
が
生

じ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
説
明
は
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
“
ム
ス
リ
ム
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
派
が
あ
り
…
…
シ
ー
ア
派
と
ス
ン
ニ
ー
派
が
分
か
れ
…
…
ス
ン
ニ
ー
派
の
な
か
に
も
、
四
つ
の
大
き
な
グ

ル
ー
プ
（
法
学
派
（
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
細
か
い
法
律
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
違
い
で
…
…
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
は
同
じ
で
す
が
、

ス
ン
ナ
（
第
二
法
源
（
が
違
う
。
イ
ジ
ュ
マ
ー
（
第
三
法
源
（
が
違
う
。
で
す
か
ら
、
同
じ
裁
判
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
裁
判
所
が
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
別
々
に
な
っ
て
い
ま
す
。
…
…
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
そ
う
で
す
が
─
─
こ
こ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
違
う
と
こ
ろ
で
…
…
─
─

メ
ッ
カ
巡
礼
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
シ
ー
ア
派
も
ス
ン
ニ
ー
派
も
、
世
界
中
の
ム
ス
リ
ム
が
メ
ッ
カ
に
集
ま
り
ま
す
。
…
…
イ
ス
ラ
ム
世
界

が
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
た
め
に
、
メ
ッ
カ
巡
礼
…
…
は
、
と
て
も
大
事
な
仕
組
み
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
こ
う
し
た
仕
組
み
は

な
く
、
東
方
の
ギ
リ
シ
ャ
正
教
と
西
方
の
ロ
ー
マ
教
会
と
が
喧
嘩
別
れ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
…
…
い
ま
で
も
別
々
な
団
体
の
ま
ま
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
カ
ソ
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
た
く
さ
ん
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う

現
象
は
ム
ス
リ
ム
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
教
は
…
…
宗
教
組
織
が
弱
い
の
で
、
世
俗
社
会
を
か
え
っ
て
発
展
さ
せ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
宗
教
組
織
が
強
力
す
ぎ
て
、
世
俗
社
会
が
発
展
し
に
く
い
と
い
う
面
が
あ
る
。”（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
一

五
─
一
一
六
頁
（

（
（（
（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
一
三
─
一
一
四
頁
。

（
（（
（
湯
浅
教
授
は
ム
ス
リ
ム
国
家
を
形
式
的
に
類
型
化
さ
れ
、「〔
第
一
類
型
〕
シ
ャ
リ
ー
ア
を
基
本
的
な
法
と
し
、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
ほ
ぼ

完
全
な
形
で
シ
ャ
リ
ー
ア
が
適
用
さ
れ
て
き
た
国
々
…
…
サ
ウ
ジ
・
ア
ラ
ビ
ア
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
等
…
…
〔
第
二
類
型
〕

シ
ャ
リ
ー
ア
は
完
全
に
廃
棄
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
世
俗
法
が
適
用
さ
れ
た
国
々
…
…
ト
ル
コ
…
…
〔
第
三
類
型
〕
中
洋
諸
国
の
ほ
と
ん
ど
の

ム
ス
リ
ム
国
家
…
…
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
近
代
化
の
典
型
…
…
第
一
類
型
・
第
二
類
型
の
折
衷
…
…
一
般
的
に
は
、
ム
ス
リ
ム
家
族
法
だ
け
が
残
存
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憲
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（
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…
…
」
と
説
明
さ
れ
る
（
湯
浅
・
前
掲
論
文
（
前
注（
（（
（（
二
三
一
頁
（。
ま
た
、
内
藤
教
授
に
よ
れ
ば
、「
ム
ス
リ
ム
の
国
と
い
う
と
イ
ス
ラ
ー

ム
法
が
支
配
し
て
い
る
と
思
わ
れ
や
す
い
が
、
実
際
に
、
法
の
体
系
を
イ
ス
ラ
ー
ム
に
依
拠
し
て
い
る
」
国
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
日
本
で
は
用
語

の
混
乱
が
み
ら
れ
る
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
は
、
国
家
の
法
体
系
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
依
拠
す
る
場
合
を
い
う
。
自
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宣
教
国
家

を
名
乗
る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
や
、
イ
ラ
ン
な
ど
ご
く
少
数
で
あ
る
。」（
内
藤
正
典
・
阪
口
正
二
郎
編
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
七
頁
（

（
（（
（
た
と
え
ば
、
一
九
七
九
年
一
〇
月
二
四
日
制
定
の
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
憲
法
の
冒
頭
部
は
「T

he constitution of the Islam
ic 

Republic of Iran is a declaration of the social, cultural, political, and econom
ic foundations of the Iranian society based on 

Islam
ic principles and norm

s that reflect the heartfelt desire of the Islam
ic com

m
unity

」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、〈https://w

w
w

.w
ipo.int/edocs/lexdocs/law

s/en/ir/ir00（en.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
三
〇
日
確
認
（〉、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
五

日
制
定
の
イ
ラ
ク
共
和
国
憲
法
に
つ
い
て
は
、〈https://w

w
w

.constituteproject.org/constitution/Iraq_（00（.pdf?lang=en

（
二
〇
一

九
年
九
月
三
〇
日
確
認
（〉。
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
で
は
、
統
治
基
本
法
が
憲
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
統
治
基
本
法
第
一
条
（
国

家
（
で
は
「
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
は
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
の
主
権
国
家
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
は
イ
ス
ラ
ム
で
あ
り
、
そ
の
憲
法
は
ク
ル

ア
ー
ン
お
よ
び
ス
ン
ナ
と
す
る
。
ま
た
、
言
語
は
ア
ラ
ビ
ア
語
を
使
用
し
、
首
都
は
リ
ヤ
ド
に
置
く
も
の
と
す
る
。」
と
明
記
さ
れ
、
ク
ル
ア
ー

ン
と
ス
ン
ナ
が
「
憲
法
」
に
相
当
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、〈https://w

w
w

.legal-tools.org/doc/（（（（f（/pdf/

（
二

〇
一
九
年
九
月
三
〇
日
確
認
（；

https://w
w

w
.jetro.go.jp/ext_im

ages/w
orld/m

iddle_east/sa/law
/pdf/basic_0（.pdf

（
二
〇
一
九
年

九
月
三
〇
日
確
認
（〉。
二
〇
一
二
年
二
月
二
七
日
の
シ
リ
ア
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
の
憲
法
に
つ
い
て
は
、〈https://w

w
w

.ilo.org/dyn/natlex/
docs/ELECT

RO
N

IC/（（（（（/（0（0（（/F-（（（（（（（（（/constitution（.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
三
〇
日
確
認
（〉
参
照
。

（
（（
（
橋
爪
・
前
掲
書
（
前
注（
（（
（（
一
一
八
─
一
二
三
頁
。

（
（（
（
前
注（
（（
（。

（
（（
（
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
示
す
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
、
憲
法
第
二
〇
条
が
保
障
す
る
信
教
の
自
由
を
体
制
外
宗
教
に
対
し
て
認
め
な
い
と

い
う
解
釈
に
そ
の
ま
ま
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
（0
（
前
注（
（（
（。

（
（（
（
東
京
地
裁
平
成
三
年
三
月
二
九
日
判
決
（
家
裁
月
報
四
五
巻
三
号
六
七
頁
、
判
例
時
報
一
四
二
四
号
八
四
頁
②
事
件
（。
そ
の
評
釈
・
解
説
と

し
て
、
出
口
耕
自
「
エ
ジ
プ
ト
法
に
よ
り
婚
姻
無
効
と
す
る
の
は
公
序
に
反
す
る
と
し
た
う
え
で
、
離
婚
は
認
容
し
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇



五
四
二

五
七
号
一
一
九
頁
、
村
重
慶
一
「
異
教
徒
間
の
婚
姻
を
禁
止
す
る
エ
ジ
プ
ト
法
の
適
用
を
公
序
条
項
に
よ
っ
て
排
除
し
た
事
例
」
戸
籍
時
報
四
三

二
号
四
四
頁
、
信
濃
孝
一
「
異
教
徒
間
の
婚
姻
を
禁
止
す
る
エ
ジ
プ
ト
法
の
適
用
を
公
序
条
項
に
よ
っ
て
排
除
し
た
事
例
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二

一
号
一
六
四
頁
、
早
川
吉
尚
「
公
序
⑴
」
櫻
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人
編
『
国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
（
版
］』
二
〇
頁
他
。

（
（（
（
「
民
主
主
義
を
根
本
か
ら
破
壊
す
る
よ
う
な
立
場
は
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
相
対
主
義
は
も
は
や
相
対
主
義
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
…
…
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
相
対
主
義
の
自
己
否
定
で
あ
る
。
相
対
主
義
は
寛
容
の
精
神
で
あ
る
が
、
自
己
の
立
脚
地
を
粉
砕
す

る
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
ま
で
寛
容
で
あ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
尾
高
朝
雄
・
碧
海
純
一
著
『
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
別
巻　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

の
法
哲
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
（
一
〇
五
頁
以
下
。

（
（（
（
日
本
公
法
学
会
「
公
法
研
究
」
第
五
二
号
（
一
九
九
〇
年
（

（
（（
（
池
田
政
章
『
法
文
化
論
序
説
（
上
（』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
（
ま
え
が
き
ｉ
頁
。

（
（（
（
野
田
良
之
「
比
較
法
文
化
論
の
（
つ
の
試
み
」『
比
較
法
と
外
国
法 

早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
創
立
（0
周
年
記
念
講
演
集
』（
早
稲
田
大
学
比

較
法
研
究
所
、
一
九
七
九
年
（
一
九
頁
以
下
、
池
田
政
章
『
法
文
化
論
序
説
（
上
（（
下
（』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
（
他
参
照
。

（
（（
（
竹
下
賢
・
角
田
猛
之
編
『
マ
ル
チ
・
リ
ー
ガ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー

─
法
文
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

─
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
八
年
（
一
四
二

頁
以
下
他
参
照
。
国
際
私
法
分
野
で
も
、
比
較
法
に
造
詣
の
深
い
澤
木
教
授
に
よ
り
宗
教
と
法
と
の
密
接
な
関
係
が
早
期
に
指
摘
さ
れ
て
は
い
た

が
、
そ
れ
で
も
、
憲
法
規
範
と
の
関
連
性
に
ま
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
澤
木
・
前
掲
論
文
（
前
注（
（
（（
四
四
頁
（。

（
（（
（
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
山
内
『
地
球
社
会
法
学
へ
の
誘
い
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
（
に
お
い
て
す
で
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
本
学
名
誉
教
授
（

（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
八
日
脱
稿
（


